
平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 137 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

第 3 種旅行業が取り扱う募集型企画旅行の実施区域の拡大 

 

提案団体 

鳥取県、中国地方知事会、兵庫県、和歌山県、徳島県 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

現行の第 3 種旅行業では、募集型企画旅行の実施区域は、営業所が所在する市町村と隣接する市町村等の

区域だが、これを隣接都道府県まで拡大する。 

 

具体的な支障事例 

【制度改正の必要性】 

 観光による地方創生を進め、旅行者の広域化・多様化するニーズに応えるためには、地域の観光資源を基に

した旅行商品や多様な広域観光周遊ルートを創設することが必要であり、地域の観光資源を熟知した地元の中

小旅行業者による募集型企画旅行の創出を促進することが必要。 

 県内の中小旅行業者は第 3 種旅行業者である場合が多いが、第 3 種旅行業者による募集型企画旅行の実

施区域は、旅行業法施行規則第 1 条の 2 により、営業所の存する市町村及び隣接する市町村」に限定されて

いる。広域周遊旅行に取り組みたいとの思いがあっても、国内の募集型企画旅行を実施範囲とする第 2 種旅行

業者への登録変更は、営業保証金や基準資産の面で負担が大きい。 

【支障事例】 

 本県では、関西広域観光周遊ルート「美の伝説」や山陰広域観光周遊ルートの提案により、観光地をネットワ

ーク化し、エリアへの誘客とエリア内での滞在時間延長を進めることとしているが、第 3 種旅行業者では、隠岐

ジオパーク （島根県）、山陰海岸ジオパーク（兵庫県、京都府）等を素材とした広域圏の商品造成ができない。 

 現在、鳥取県東部（鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町）及び兵庫県北但西部（香美町、新温泉町）に

おいては、日本版ＤＭＯ候補法人に登録された鳥取・因幡観光ネットワーク協議会を中心に広域連携が検討さ

れている。同協議会の構成団体である鳥取市観光コンベンション協会が第 3 種旅行業の登録を行っているが、

同協会が所在する鳥取市は香美町と隣接していないため、香美町が実施区域外となる。市町村の位置関係に

よって、連携市町村の全地域を含む旅行商品の造成ができない事例が発生することは不合理である。 

  

【規制緩和を行った場合の懸念】 

 実施区域の拡大により、事業者の弁済能力の範囲を超えるおそれがあり、消費者保護が図られないとの指摘

が想定されるが、第 3 種旅行業者であっても、受注型企画旅行等において既に他都道府県における実績があ

り、旅行先に対する知識・経験等は第 2 種旅行業者と同様に有している場合も多く、隣接都道府県における旅

行であっても各地域の事業者と連携を図ることができる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 国土交通省が推進する「広域観光周遊ルート」を活用した旅行商品を取り扱う事業者に、地域に根差した中小

の旅行業者が参入することにより、事業者の競争力が強化され、旅行の提供機会の充実、旅行者が選択の幅

の拡大を図ることができる。 



 また、訪日外国人旅行者を含めた交流人口及び消費の拡大、雇用の創出等につながり、観光立国の実現とと

もに地方創生、地域の活性化にも資する。 

 

根拠法令等 

旅行業法施行規則第 1 条の 2 第 3 号 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、埼玉県、愛知県、鳥取市、愛媛県 

 

○本県では知事登録旅行業者のおよそ７割が第３種旅行業者である。第３種旅行業者の取り扱う募集型企画

旅行の実施区域が限られていることから、地域の観光資源を有効に活用し、地域ならではの文化や産業に触れ

られる着地型観光プログラムの商品化が進んでいない。本県の特色である産業観光や武将観光などは、近隣

県との周遊により、より多様性と魅力を持った商品造成が可能となる。 

○本県でも地域の観光資源を基にした多様な広域観光周遊ルートの創設に取り組んでいるが、県内の中小旅

行業者は同様に第３種旅行業者が多く、登録種別の変更は年数件ほどである。このため、着地型旅行を推進す

るため第３種旅行業者のエリアの拡大は有効であると考える。 

○地域を熟知した中小旅行業者等（観光協会、NPO などを含む）が地元の観光資源を生かした着地型旅行商

品の企画・造成・販売に直接参入することが重要であるが、こうした中小旅行業者等は第３種旅行業登録を取得

する者が多く、旅行業法の現行制度では、第３種旅行業者自らが募集型企画旅行を実施できる区域が制限され

ていることから、地域独自の魅力を生かした着地型旅行商品づくりの障壁となっている。 

○本県においても、例えば営業所が本土にある旅行会社が、しまなみ海道エリアにおいて航路で結ばれた島を

対象として募集型企画旅行を実施しようとしても、実施区域が限定されていることから、広域的な旅行商品の造

成ができない事例がある。 

 

各府省からの第１次回答 

 第三種旅行業が取り扱う募集型企画旅行の実施区域の拡大については、規制改革会議実施計画（平成 27

年 6 月 30 日閣議決定）に沿って、地域や事業者のニーズを踏まえた見直しも視野に入れた検討を進めている

ところであり、平成 28 年度中に結論を得た上で必要な措置を講ずることとしている。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 これまで貴省は、第 3 種旅行業が取り扱う旅行の実施区域の拡大について、消費者保護の観点から業務範

囲に応じた額の基準資産の保有、営業保証金の義務等を旅行業者に課しているもので、第 3 種旅行業者に課

される基準資産等の要件は、隣接市町村の区域までを業務範囲とすることを前提に定められたものであるた

め、これを超える区域での業務を認めることはできないとする見解をされてきたところ。  

 しかし、第 3 種旅行業者は、受注型企画旅行等において既に営業所所在都道府県を超える旅行催行実績が

あり、旅行先に対する知識・経験等は第 2 種旅行業者と同様に有しており、特に隣接都道府県の範囲内であれ

ば消費者の保護が阻害されるものではないと考える。 

 また、本提案は昨今は周遊旅行のニーズが高まっているところ、地域の交通事情や地理的な知識、観光事業

者との関係を有する第 3 種旅行業者は、その実施主体となる受皿として最も適当であり、着地型観光を求める

消費者のニーズにも合致するものである。 

 折しも 『明日の日本を支える観光ビジョン（平成 28 年 3 月 30 日）』において、「観光産業を革新し、国際競争

力を高め、我が国の基幹産業」とし、「第三種旅行業者や宿泊事業者等、地域に密着した事業者が着地型旅行

商品を企画・提供しやすい制度を整備」することとされているところ、本提案は、まさにそのビジョンを達成するた

めの見直しを求めるものであり、第 3 種旅行業者の範囲拡大による現行の財産的要件の適否のみでなく、観光

による地域活性化の観点を踏まえた上で、『規制改革会議実施計画（平成 27 年 6 月 30 日閣議決定）』のとお

り、「拠点区域の範囲の見直し」を視野に入れた検討を行われたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 



 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 154 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度における情報連携（庁外連携）に関する要件緩和 

（特別賃貸府営住宅についても条例により、公営住宅、特定優良賃貸住宅と同様に庁外連携を可能とする） 

 

提案団体 

京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、個人情報保護委員会、総務省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバー制度の独自利用事務における情報連携（庁外連携）に関し、独自利用事務として情報連携を行う

予定である特別賃貸府営住宅についても、公営住宅、特定優良賃貸住宅と同様に庁外連携を可能とする。 

 

具体的な支障事例 

【制度の概要】 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 19 条第 7 号に基づく別表第

二において、マイナンバーを利用できる事務及び当該事務を実施するに当たり入手できる特定個人情報（情報

提供者含む）が規定されている。 

 法定事務以外であっても、第 9 条第 2 項に基づき条例で規定する事務（独自利用事務）についてはマイナンバ

ーを利用することができるとともに、同法第 19 条第 14 号に基づき情報連携（庁外連携）を行うこともできる。 

 その上で、情報連携（庁外連携）に関しては、個人情報保護委員会規則において、独自利用事務及び入手す

る特定個人情報の範囲の要件を以下のとおり規定されている。 

 １ 事務の趣旨・目的と別表事務の根拠法令における趣旨・目的が同一 

 ２ 事務に類似性が認められる 

 ３ 情報提供者及び提供を求める特定個人情報等が別表事務と同一の範囲内 

【支障事例】 

 上記により、法別表第二の 31 の項「公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務」に準ずる事務について

は、独自利用事務として庁外連携を行うことは可能であるが、当該独自利用事務は、公営住宅法に規定する

「住宅に困窮する低額所得者」を対象としている（収入階層：月 0～214,000 円）。 

 本府においては、特別賃貸府営住宅（収入階層：月 0～313,000 円）を管理しているが、現在の取扱では、上記

低額所得者の階層世帯のみが独自利用の対象となり、同一団地であっても、世帯によっては取扱に差異が生じ

る（214,000 円を超える収入階層の世帯については、添付書類が必要となる）。 

 そのため、地方公共団体が管理する住宅全般（特別賃貸府営住宅）について、庁外連携が可能となるよう、対

象事務の緩和を求めるもの。 

 なお、根拠法（特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律）が異なる特定公共賃貸住宅（収入階層：月

139,000 円～487,000 円）については、庁外連携が可能であることから、対象世帯における取扱に整合性が図れ

ていない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

214,000 円を超える収入階層の世帯について添付書類が不要となり、利便性を向上させることができる。また同

一団地の入居者にかかる添付書類が同一となり、住民の不公平感の解消につながる。 

重点事項通番：20 



 

根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律第９条第２項、第 19 条第 7 号、別表第二 

31 の項 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第 19 条第 14 号に基づき同条第

7 号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 

各府省からの第１次回答 

 情報連携ネットワークシステムを利用することができる独自利用事務については、個人情報の保護に関する法

律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律に

よる改正後のマイナンバー法第 19 条第８号のとおり、個人情報保護委員会規則により定められることとなりま

す。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 府民の不公平感を是正する意味から 214,000 円を超える収入階層の世帯について情報連携の利用が可能で

あるかについて、本府から個人情報保護委員会に対して照会を行った結果、当該世帯については委員会規則

で定める要件に合致しないと整理されたため、情報連携の利用ができないとの回答があったものと考える。この

ような経緯を踏まえた上で再度御判断願いたい。 

 また、国土交通省におかれては、上記の趣旨に鑑み、当府の見解を御理解いただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 国民が混乱することのないよう配慮しつつ、提案団体の提案の実現に向けて、検討すること 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、個人情報保護委員会から、法定事務である公営住宅の趣旨・目的に合致するの

か否かの判断にかかっており、収入の上限にのみ判断基準があるわけではないため、おおむね公営住宅の趣

旨に合致するのかということを総合的な視点で地方公共団体と相談しながら考えたいとの趣旨の発言があった

ところである。このため、提案団体が挙げている収入階層が公営住宅に準ずる対象者と整理できるのかについ

て、個人情報保護委員会において地方分権改革推進室を通じた提案団体との調整を早急に進めるとともに検

討いただき、第２次ヒアリングまでに結果をお示しいただきたい。 

○ 第１次ヒアリングにおいて、個人情報保護委員会から、公営住宅に準ずる対象者、特定優良賃貸住宅に準

ずる対象者を、上限の収入が重なる部分が生じる可能性があるが、定性的に整理すれば、結果的に一連の階

層全てが対象になり得るとともに、個人情報保護委員会が示しているＱ＆Ａ（独自利用事務と準ずる法定事務は

１対１対応していなければならない）には抵触しない、との趣旨の発言があったところである。これを受け、本件

提案の実現に向けて、提案団体の挙げている収入階層を、公営住宅に準ずる対象者とするのか、それとも特定

優良賃貸住宅に準ずる対象者とするのかのいずれが妥当なのか、個人情報保護委員会において地方分権改

革推進室を通じた提案団体との調整を早急に進めるとともに検討いただき、第２次ヒアリングまでに結果をお示

しいただきたい。 

○ 上記の検討に当たっては、地方分権改革推進室を通じて独自利用事務について情報連携を可能とするた



めの提案団体の条例制定に向けたスケジュールを把握した上で調整を進め、情報連携が開始される平成 29 年

７月に間に合うよう、個人情報保護委員会において早急に検討いただきたい。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 171 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

移送ボランティア活動に係る公共交通空白地有償運送の登録要件の緩和 

 

提案団体 

兵庫県、三田市、滋賀県、和歌山県、鳥取県 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

地域公共交通会議で、バス停までの距離があるなど交通が不便であると認められた地域において、地域ボラン

ティアが地域及び対象者を限定して行う移送サービスについては、公共交通空白地有償運送と見なし、有償運

送が可能となるよう登録要件を緩和すること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

自家用自動車は原則として、有償の運送の用に供してはならず、災害等の緊急を要する場合を除き、例外的に

これを行うためには、過疎地有償運送や福祉有償運送など交通空白地域等で、国の登録又は許可を受ける必

要がある。地域ボランティアが行う外出支援活動等において、ガソリン代、道路使用料、駐車場代のみを収受す

る場合には許可が不要だが、運送（サービス）による対価の支払いがあるものは、有償運送として道路運送法の

許可が必要とされている。 

【支障事例】  

過疎地や交通空白地以外の地域においても、バス路線の便数が極端に少ない地域やバス停への距離がある

など交通が不便な地域がある。こうした地域では、バス停まで歩くことが困難な高齢者や重たい荷物を持って移

動することが困難な高齢者を対象に、地域ボランティアによる移送サービスを提供しており、こうしたサービスが

高齢者の足代わりとなっている。高齢化が急激に進む中、人口密度の低い地域や遠郊外では、買い物や医療

等日常生活サービスの充足が徒歩圏では難しくなることが想定されることから、地方自治体は、高齢者の孤立

化の防止や地域コミュニティの維持等の観点も踏まえ、交通需要に応じた公共交通ネットワークの構築に取り組

んでおり、こうした移送ボランティアは、公共交通ネットワークを補完するものと認識している。 

 しかしながら、実費（ガソリン代、道路使用料、駐車場代）以外の金銭の収受が認められていないため、活動に

必要な保険料や電話代等の事務経費などを徴収することができず、ボランティア確保をはじめ活動の継続が厳

しい状況になっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

公共交通空白地有償運送に位置づけることにより、地域公共交通会議おいて協議が行われるため、既存のタク

シー事業者との合意を得ることができる。 

有償運送が可能となることにより、継続した外出支援事業の実施が図ることができる。 

対価を負担することによりサービスの提供を受ける高齢者が遠慮なく利用可能となり、高齢者の孤立化の防止

や見守りなど、地域コニュニティの維持・醸成が可能となる。 

 

 

 



根拠法令等 

道路運送法第７８条（有償運送） 

道路運送法における登録又は許可を要しない運送の様態について（平成 18 年 9 月 29 日自動車交通局旅客課

長） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

鹿角市、袖ヶ浦市、八王子市 

 

○公共交通空白地有償運送の登録制度における運送主体は、社会福祉法人、ＮＰＯ法人などの非営利団体が

認められているが、過疎が進む山間地では、NPO 法人等団体を組織する及び維持することさえ困難な地域も発

生している。 

○路線バスの撤退や、元々バス停までの距離がある地域、丘陵団地においては騒音・安全性の理由により路

線バスの経路追加出来なかったが高齢化により移動が困難になった等の理由により、交通空白地域が点在し

ている。地域循環バスや地域交通事業などでカバーしている地域もあるが、地域によっては、地域ボランティア

による対象者を限定して行う移送サービスを希望している。ボランティア実施者が活動に必要な経費を確保でき

ず継続に支障をきたしているケースもあり、希望する地域への継続的な運行を行うためには、移送ボランティア

活動に係る公共交通空白地有償運送の登録要件の緩和は、当市としても必要と判断している。 

○本市には、バス路線（フィーダー系統）から２～３ｋｍ程度離れ、タクシー事業者の営業所等もなく、移動手段

の確保が困難な地域が点在している。現行の法制度では、この地域が公共交通空白地と判断されるか不明で

あるため、客観的に交通が不便であると認められる地域については、公共交通空白地有償運送が可能となるよ

う、登録要件を緩和すべきである。 

○交通空白地域において、高齢化が進み自家用自動車を持たない交通弱者は、地域のボランティアによる外出

支援を一層必要としている。本市において、ＮＰＯ団体により実施されている外出支援を含む生活支援サービス

は、上記のような理由から、年々利用者が増加しており、地域に無くてはならない存在となっている。しかしなが

ら、一番需要の高い外出支援については、実費（ガソリン代等）以外の金銭の収受が認められていないことか

ら、活動に必要な保険料や電話代等の事務経費などは徴収することができず、採算面で自立が難しい状況であ

る。また、そのような経営上の問題から、提供側のボランティア確保をはじめ活動の継続が厳しい状況になって

おり、地域の認定を受けることにより、有償運送が可能となるような登録要件の緩和が必要となっている。 

 

各府省からの第１次回答 

 自家用有償旅客運送は、バスやタクシーによっては輸送サービスを提供することが困難であり、地域住民の生

活に必要な旅客輸送を確保するために必要であることについて、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者、

住民等の関係者が、合意した場合に実施できるものであり、実施団体は道路運送法施行規則第４８条各号に列

挙する営利を目的としない団体に限定しているところである。 

 自家用有償旅客運送については、平成２７年４月より、運送の実施主体の弾力化について制度の見直しを行

ったところであり、非営利性を前提に一定の組織性を有することや代表者が欠格事由に該当しないこと等を条件

に「権利能力無き社団」についても実施主体とすることを可能としたことから、提案にあるような地域のボランティ

ア団体についても、現行制度においても運営協議会等での合意を得られれば、自家用有償旅客運送の登録が

可能であり、実費以外の金銭の収受を行うことができる。 

 なお、個々の地域が公共交通空白地有償運送を実施することができる「過疎地域その他の交通が著しく不便

な地域」にあたるかどうかについては、地域の関係者の協議における判断によるものである。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 地域の関係者の協議における判断によるとあるが、判断基準が明確になっていない。 

 例えば、三田市のようにタクシー事業者の営業範囲であり、路線バスが通っているがバス便は通学時間帯に

限られるといった地域等は「過疎地域その他の交通が著しく不便な地域」とすることが可能か、判断基準をお示

しいただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 



 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】  

 所管省からの回答が「現行制度においても運営協議会等で合意を得られれば、自家用有償旅客運送の登録

が可能であり、実費以外の金銭の収受を行うことができる」となっているが、事実関係について提案団体との間

で十分確認を行うべきである。 

【全国市長会】 

 提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

 なお、所管省からの回答が「現行制度により対応可能」となっているが、事実関係について提案団体との間で

十分確認を行うべきである。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 172 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

空家等対策の推進に関する特別措置法の対象の拡大 

 

提案団体 

兵庫県、滋賀県、大阪府、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市、大阪市、堺市、関西広域連合 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

管理不全となっている長屋や共同住宅でも、一部に居住実態があれば、空家等対策の推進に関する特別措置

法の対象とならないことから、法の対象を拡大すること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、空家等対策特別措置法）第２条において、対象となる空き家は

「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」とされ

一棟の建築物として判断するため、長屋や共同住宅の一部に空き家があってもその他に居住や使用実態があ

れば空家等対策特別措置法の対象とならない。そのため、法第９条第２項に基づく立入調査、法第 10 条に基づ

く固定資産税情報の利用ができず所有者等の特定が困難であり、また、法第 14 条に基づく助言又は指導、勧

告、命令等はもとより、行政指導すら行うことが出来ない。 

【支障事例】 

本県内でも、４戸が壁を共有した長屋建の建築物について、空き家になっている住宅（住戸）の一部が崩れ保安

上危険となるおそれのある状態になっているが、他の住戸に居住者がいるため特措法の対象とならず、法に基

づく措置ができず対応に苦慮している事例がある。当該長屋の所在市は条例を制定し指導を行っているが、条

例による指導には、税制上の措置（固定資産税等の住宅用地特例）がないことから、その効果が限定的となっ

ている。 

長屋でも所有者が複数人で分かれているケースもあり、相続等により所有者がすぐに判明しないケースもあり得

るが、個人情報である課税情報等の利用には条例でなく法への明記が必要であること、建物の是正命令は建

築基準法でも行うことは可能であるが、防災、衛生等生活環境保全の観点からの指導等は法の趣旨を鑑み空

家等対策特別措置法にて行うことが適切であることから、法改正が必要と考える。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

H25 住宅・土地統計調査では、近畿大都市圏の空き家のうち、長屋建は約 11.9 万戸であり、腐朽・破損ありの

空き家は半数の約６万戸となっており、今後このような問題が拡大することが想定されるが、法の対象が拡大す

ることで、長屋等の空き家に対しても調査・指導が可能となる。その結果、全ての空き家に対して一律の対策を

講じることで、住みよい環境が確保できる。 

 

根拠法令等 

空家等対策の推進に関する特別措置法（空家法）第２条 

 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

新宿区、金沢市、春日井市、豊田市、門真市、伊丹市、岡山県、北九州市、大村市 

 

○ 当該建築物は、壁を共有し２戸に分かれた長屋建ての建築物のうえに所有権が２つに分かれている。空き

家となっている住戸の一部が崩れ保安上危険となるおそれのある状態になっているが、他の住戸に居住者がい

るため特措法の対象とならない。また、空き家の所有者が死亡し相続等で権利関係が複雑化している。条例を

制定し指導を行っているが、条例には、税制上の措置や略式代執行がないことから、その効果が限定的であ

る。 

○ 市民から寄せられる管理不全な建築物の相談の多くは、長屋住宅に対するものであり、また、それらの長屋

住宅は所有区分されているものが大半である。しかし、1 戸でも利用があれば、空家等対策の推進に関する特

別措置法に基づく空家等ではないとのことにより、同法第 10 条に基づく固定資産税情報の利用ができず、ま

た、同法に基づく指導等が行えないため支障をきたしている。仮に、区分所有の長屋住宅が全て空家であり、当

該長屋の１戸のみが管理不全であった場合でも、同法に基づく指導では、長屋住宅の全ての区分所有者に対し

て行うことと解説されているが、適正に維持管理されている所有者に対しても指導することとなり、同法第 14 条

に基づく勧告を行えば、住宅用地に係る課の特例措置の対象から除外されることから、混乱が生じる恐れがあ

る。これらのことから、長屋等で区分所有が可能な建築物の場合には、それらの区分ごとで同法の適用が可能

となるよう制度改正を求める。 

○ 本市は、建築基準法に基づき危険箇所の改善の指導ができる特定行政庁であることから、これまで一部が

使用されている長屋建て住宅や共同住宅である老朽危険家屋に対する指導を行ってきました。しかしながら、提

案のとおり法の対象を拡大することで、建築基準法ではできない課税情報等の利用が可能となり、一部が使用

されている老朽長屋等の調査・指導が取り組みやすくなるため、提案に賛同致します。 

○ 長屋住宅は一部の壁や母屋、屋根を共有しているため、空家となり老朽化した部分からの雨漏りなどが、隣

家に直接影響を与える事が問題となっており、本市においても、土地と建物合せて住戸毎に所有権が分かれて

いる長屋が空家となり、一部屋根が崩れている状態となっている物件が多々あり、条例に基づいて指導を行っ

ているところである。そのような状況の中、分譲長屋の一住戸の所有者が、自己所有の敷地において建て替え

を望んだとしても、解体により、老朽化した隣家の空家の崩壊を誘発する可能性がある事から、対応出来ない状

態になっている場合があり、やむを得ず引っ越しを行った所有者もおり、状況によっては戸建の空家よりも問題

が深刻化する場合がある。したがって、賃貸長屋の場合は現状の特別措置法に基づく考え方で問題は無いが、

所有権の分かれている分譲長屋については、相隣関係に基づく民民間の問題と捉えることも出来るが、本市の

例にあるように空き住戸を逆に増やす結果となる可能性もある事から、特別措置法を適用出来るよう、法改正が

必要と考える。 

○ 市民は、一部に居住者がいる長屋が特措法の対象外であることを知らないため、当市においても、一部に

居住者がいる長屋に対する相談が寄せられており、対応に苦慮している。中には、倒壊のおそれがある長屋も

あることから、対象の拡大は望ましいと考える。 

○ 本市においても、長屋建ての建築物について、空き住戸部分が著しく破損し、近隣住民から安全の確保を

要請されている案件が複数あるが、当該空き住戸以外の住戸に居住者が存在する場合には、空家等対策の推

進に関する特別措置法（以下「特措法」という。）の対象とならないため、不動産登記情報により空き住戸の所有

者が判明しないときでも固定資産税課税情報が利用できず、所有者の特定にも苦慮する状況になっている。ま

た、当該空き住戸の所有者を確知できたとしても、当該空き住戸の所有者に対しては特措法による措置を行うこ

とができないため、その是正に向けて市が実施できることは限定的なものにならざるを得ない。このため、一部

に居住実態がある長屋建て建築物や共同住宅についても特措法の対象となるよう「空家等」の範囲を拡大する

改正を行うことを求める。 

○ 本市においても、長屋住宅(２戸)の１戸が著しく危険な状態で、１戸が居住しているものがあります。居住し

ている方が、生活や生命を脅かす可能性のある状態は好ましいものではないと考えていますが、空家等対策の

推進に関する特別措置法の適用外となり対応に苦慮しています。 

○ 本市においても区分所有された３軒長屋が存在し、うち１軒に居住者がおり残り２軒が空き家となっている。

このうち１軒の空き家について、屋根が一部倒壊し、室内には雑草が繁茂し、害虫の発生のみならず、小動物も

棲み着いており、近隣住民からの苦情も何度もあっている。しかし、この所有者は、行政からのお願いにも聞く耳

を持たない。「空家等対策の推進に関する特別措置法」を適用し、助言・指導、勧告、命令と対処することができ

ないため、今後の対応に苦慮している。本事案及び今後でてくる可能性のある同様の事案について、ほかの空

き家同様に行政として適切な対処をすべく、特措法の改正が必要であると考えた。 

 

 



各府省からの第１次回答 

 空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「空家法」という。）第２条第１項において、「空家等」とは、「建築

物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地

（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。」と定義されており、ここでいう「建築物」とは建築基準法第２

条第１号の「建築物」と同義である。 

 長屋や共同住宅については、一棟全体で一つの「建築物」であり、一住戸は「建築物」の一区画にすぎず、一

住戸ごとに「空家等」か否かを判断するものではない。 

 したがって、現に居住している者がいない空き住戸が多数存在するとしても、一部の住戸に居住者がおり、建

築物全体としては「居住その他の使用がなされていない」とは言えないことから「空家等」として扱うことは不適当

である。 

 なお、法令と同一の目的のもとに、法令が規制対象としていない事項について条例を制定することは、空家法

に抵触しない限度で有効であることから、空家法の対象外である長屋や共同住宅を措置の対象として規定する

条例を定めることは可能である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

空家法における空家等の定義に「長屋等の一部の空き家」が含まれていないため、現実に支障が生じているこ

とから空家等の定義の見直しを提案している。 

 例えば、長屋の住戸のうち,使用がなされていないことが常態となっている一部の住戸が保安上危険となるお

それのある状態や衛生上有害となるおそれのある状態となっている場合でも、その住戸に対して、固定資産税

情報等の利用、補修等の略式代執行、税制上の措置ができない。 

 また、貴省からの回答にあるように、多くの自治体が条例を定めているが、条例では上記の措置が講じられ

ず、空き家対策への効果が限定的となるため法改正を求める。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 173 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

所有者等が不存在の空家等の跡地処分における手続きの簡素化 

 

提案団体 

兵庫県、洲本市、和歌山県、徳島県、堺市 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、法務省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

所有者等が不存在の空家等を略式代執行した際の跡地処分について、略式代執行を行う際に不動産登記簿

情報等による特定や相当の期限を定め公告を行うことから、相続人不存在とみなし、相続財産管理人を選任す

ることなく、国又は略式代執行を行った地方公共団体に帰属できるよう、略式代執行後の跡地処分について空

家等対策特別措置法に規定すること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

相続人の不存在等により空家の所有者を確知できない場合は、空家等対策の推進に関する特別措置法（以

下、空家等対策特別措置法）第 14 条第 10 項の規定に基づき、当該空家を略式代執行により除却することがで

きる。一方、空家等対策特別措置法における「空家等」の定義には、建物の敷地も含まれているにも関わらず、

略式代執行を行った後の跡地処分についての規定がない。そのため民法第 951 条から第 959 条までの規定に

従い、相続財産管理人の選任を申し立て、特別縁故者等の捜索の後、国庫に帰属させる等一般法の規定に服

することになる。 

【支障事例】 

少子高齢化の進展に伴い、所有者のいない不動産が増加することが見込まれる中、跡地処分に当たって、相続

財産管理人の選任や報酬の支払い等相当の手間と費用が発生すること、手続の開始から国庫への帰属までの

期間が長期に及ぶこと等が、空家問題の簡易迅速な解決への支障となっている。 

洲本市では、危険な空家の略式代執行を行う予定だが、跡地処分については相続財産管理人の選任等に費用

がかかるうえ、1 年以上の期間を要することから二の足を踏んでいる。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

相続財産管理人制度にとらわれない円滑な相続財産の国又は略式代執行を行った地方公共団体への帰属手

続を確立することにより、空家除却後の跡地の適正管理や有効利用に資するものである。 

 

根拠法令等 

民法第 239 条第２項（無主物の帰属） 

民法第 959 条（残余財産の国庫への帰属） 

（空家等対策の推進に関する特別措置法第 14 条第 10 項（略式代執行）） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 



日高市、練馬区、湯沢市、金沢市、伊豆の国市、八尾市、門真市、延岡市 

 

○ 高齢化の進展、人口減少に伴い、本市においても相続放棄され、所有者不存在となる土地、家屋が増加し

つつある。相続放棄され所有者不存在となった土地家屋は、安定した税収が見込める固定資産税にも深刻な影

響を与え続けることとなり、早急に対処する必要があるが、現行では、相続財産管理人の選任や報酬の支払い

等相当の手間と費用が発生すること、手続の開始から国庫への帰属までの期間が長期に及ぶこと等から迅速

な対応への支障となっている。所有者不存在となった相続財産の簡易的帰属手続を確立することで、資産価値

を失いつつある財産の有効活用が図られる。 

○ 所有者等が不在の空家について、相続財産管理人制度を利用し、建物及び跡地処分を行った事例あり。弁

護士との調整、跡地の処分等の問題を解決するのに相当の時間がかかった。跡地の購入者が見つかったため

解決に至ったが、見つからない場合等は同様の支障が生じる恐れがある。 

○ 所有者が不明であっても倒壊等のおそれがある場合等には、市として略式代執行せざるを得ないことがあり

得るが、危険な建物を取り壊したあとにも、当該土地の所有者不明の問題は残り、土地利用について滞ってしま

う。これに対し、別途、相続財産管理人制度等によりこれを解決するのではなく、関連する問題として、空家等対

策特別措置法により、当該地を地方公共団体等へ帰属できるようにするなど、跡地問題も含めた制度改正を求

める。 

○ 本市の事例は、２軒長屋の１軒が法定相続人のいない空家となっており、現在は管理不良な状態にはなっ

ていない。また長屋で１件は居住者がいるため、特別措置法の対象とはならず、本市の条例に基づいて処置を

行っているが、状態の変化を定期的に確認する事しか出来ない状態である。その上で、特別措置法や条例以外

の法による措置を考えた場合、民法に基づき、相続財産管理人を選任の上、国庫帰属の手続きを取る事となる

が、隣家と切り離して戸建を建設する事は土地の面積を考慮すれば、困難であり、実際問題としては国庫帰属

も難しいと思われる。このような場合で、隣家の所有者が購入の意思がある場合や、地元での集会所利用など

の意向がある場合は、地方自治体へ帰属し、処置を行う方が有効な場合があると考える。 

○ 本市においても、所有者が失踪し、行方不明になっている危険空き家の対応に苦慮している案件があるほ

か、現在、指導を継続している危険空き家の中には、現所有者に相続人となる者がいない物件も存在している。

今後、このように所有者等が存在しない危険空き家が増加し、必然的に略式代執行に至る案件も増えていくこと

が想定されるが、除却後の跡地の処分について、財産管理人制度では、その費用負担や財産管理期間の長期

化などの課題があり、市が直接かつ容易に危険空き家を除却することが困難になる一因となっている。このた

め、略式代執行後の跡地について、財産管理人を選任することなく、国又は当該略式代執行を行った地方公共

団体に帰属させることができるよう空家等対策の推進に関する特別措置法に規定することを求める。 

○ 例えば、土地と建物の所有者が異なる場合も考えられるため、様々な状況を想定した上で規定することが望

ましい。 

○ 所有者を特定できずに、措置できない。また、市で代執行するにも請求先がなく、税金からの持ち出しとなる

ため市の負担になるため、対応できずにいる。相続人の全てが放棄の意思表示をしている案件が既に発生して

おり、その対応に苦慮している。建物が除去できたとしても土地の処分に時間と費用がかかる状態では、除去等

の執行を決断する際に支障にとなる。 

○ 所有者等が不在の空家について、相続財産管理人制度を利用し、建物及び跡地処分を行った事例あり。弁

護士との調整、跡地の処分等の問題を解決するのに相当の時間がかかった。跡地の購入者が見つかったため

解決に至ったが、見つからない場合等は同様の支障が生じる恐れがある。 

 

各府省からの第１次回答 

 空家等対策の推進に関する特別措置法第１４条第１０項に基づき略式代執行を行う際に所有者等の調査や公

告を行うことは、特定空家である建築物を除却する場合において、当該建築物の所有者等に対して命令するた

めに行われる手続であり、当該特定空家の敷地について行われた手続ではない。 

 空家法に基づく略式代執行により特定空家である建築物を除却した後の敷地に係る所有権を、何らの手続を

経ることなく一方的に国又は略式代執行を行った市町村に帰属させることは、個人の財産権を侵害するものとな

るので対応は困難である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

本提案は、空家法上「空家等」の定義には建物の敷地も含まれていることから、同法に基づく略式代執行の際

に、敷地も含め公告をすることで、相続財産管理人制度における公告の手続を代用することができないかという

ものである。 



 相続財産管理人制度の手続きの代用が困難であれば、略式代執行後の跡地の所有権を持つ者を市町村長

が確知できない場合には、市町村長から国に申出することで、検察官の請求により利害関係人を立てるなど、

市町村に負担とならない手続について検討していただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【八尾市】 

 「現行では、相続財産管理人の選任や報酬の支払い等相当の手間と費用が発生すること、手続の開始から国

庫への帰属までの期間が長期に及ぶこと等から迅速な対応への支障となっている。所有者不存在となった相続

財産の簡易的帰属手続を確立すること」との記載についての回答がない。 

 民法 959 条の国庫帰属に関する規定について、相続人不存在の物件について、一定の要件のもとで、地方公

共団体に帰属させる等の新たな制度の確立を模索してもよいのではないか。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 174 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

公営住宅の地域対応活用にかかる期間の緩和について 

 

提案団体 

兵庫県、豊岡市、滋賀県、和歌山県、鳥取県、徳島県 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

公営住宅を UIJ ターン者向け住宅に活用できる地域対応活用について、通知により活用できる期間が原則１年

間とされていることから、事業主体が地域の実情に応じて弾力的な活用期間を設定できるよう緩和すること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

住宅の多様な需要に対応するため、本来の入居対象者の入居が阻害されない範囲で地域の実情に応じた対応

を行う「地域対応活用」の実施が認められているが、地域対応活用を実施できる期間は通知により原則として１

年以内で設定することとされている。 

【支障事例】 

国を挙げて「地方創生」に取り組む中、本県も地域創生戦略を策定し、長期にわたる施策として、各市町の定住

支援施策等と連携しながら、一定の県営住宅で継続的に地域対応活用を実施したいと考えているが、原則１年

以内の期間となっており、地域創生戦略の計画期間（５年間）を通じた継続的な事業展開ができない状況にあ

る。 

既に地域対応活用を実施している県内の市では活用団地等に変更が無い場合でも承認申請を毎年行わざるを

得なくなっており、「事務的に手間がかかる」、「既存公営住宅のストックの有効活用の点から、地域で活用期間

を定めたい」との意見がある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

地域対応活用の活用期間に係る制限を緩和することで、承認申請を数年ごとに行うことも可能となり、手続の簡

素化が図られるとともに、公営住宅ストックの有効活用にもつながる。 

 

根拠法令等 

「公営住宅の地域対応活用について」（H21.2.27 国住備第 117 号国土交通省住宅局長通知） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 



各府省からの第１次回答 

 公営住宅は、国の補助を受けて、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で賃貸するために整備されるもの

であって、用途もこの目的に沿ったものに限定されるところであり、事業主体は、公営住宅の本来の入居対象者

の入居を阻害せず、公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、補助金等に係る予算の執行

の適正化に関する法律（昭和 30 年法律第 179 号）第 22 条の規定に基づく承認を得た上で、公営住宅を目的

外使用させることができる。 

 急激な経済情勢の変化、災害の発生等の現時点では想定することが困難な事象の発生により、住宅に困窮

する低額所得者を取り巻く地域の住宅事情が急変することも考えられること等から、長期に渡る目的外使用は

公営住宅の本来の目的の妨げになるおそれがある。このため、目的外使用の期間については、承認申請以後

の地域の住宅事情を事業主体において確認するよう求める趣旨等から、原則１年以内で設定していただくよう

通知している。なお、当初の目的外使用の期間を経過後、地域の住宅事情に特段の変化が無ければ、目的外

使用の期間を更新していくことは可能である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 地方創生に資するため、国においても UJI ターンを促進しているなか、地方においても公営住宅を活用した

「お試し居住」を推進している。 しかし、就業や居住先等を探す必要があるため、結果として大半のお試し居住

者が 1 年以上居住しているにもかかわらず、地域対応活用は原則 1 年以内とされており、地域の実態と合って

いない。 

 自治体の自主的な判断と責任のもと、公営住宅の本来の目的を妨げることない範囲で、地域の実情に応じて

使用期間を定められるよう、現行の「原則 1 年以内」とする規制の緩和を求める。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 190 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

生産緑地地区指定の面積要件の要件緩和 

 

提案団体 

兵庫県、京都府、和歌山県、京都市、堺市 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

自己都合によらず現行の生産緑地地区の面積要件を満たさなくなった場合でも、生産緑地地区としての優遇措

置を受けられるよう、下限面積や解除要件の緩和・条例委任等、地域の実情を考慮した特例の設定 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

平成 27 年 4 月に都市農業振興基本法が成立。平成 28 年 5 月に策定された都市農業振興基本計画において

も、生産緑地に関し、500 ㎡未満の農地やいわゆる「道連れ解除」への対応の必要性が明記されるなど、都市

農業の振興、多面的機能の発揮が求められている。 

【支障事例】 

本県では、平成 26 年度 9 件（約 2,000 ㎡）、平成 27 年度 4 件（約 800 ㎡）が自己都合によらず生産緑地を解除

されている。例えば、複数人で１団の生産緑地の認定を受けていたが、そのうち１名が死亡した。しかし、その者

には農業の後継者がおらず、その農地を手放すことととなったため、全体として緑地面積が 500 ㎡を満たさなく

なり、残りの者は農業を継続したいにも関わらず生産緑地の指定は「道連れ解除」となった。 

また、公共事業用地として収用され、生産緑地地区の面積要件が満たさなくなった場合でも、生産緑地地区の

面積要件を欠いているとされ、生産緑地地区の指定が解除される。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

意欲ある農業者が営農を継続できるだけでなく、都市における農地の減少が緩和されることから、雨水貯留など

の防災効果やヒートアイランド対策、環境学習体験の場としての活用など、農地の多面的な効用を享受すること

ができる。 

 

根拠法令等 

生産緑地法第 3 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

練馬区、横浜市、名古屋市、伊丹市 

 

○本市でも同様の事例があり、平成 27 年度は 17 件（約 4,480 ㎡）あった。 

○実際に解除に至った事例はないが、身体的不都合により買取り申出を検討していた生産緑地の主たる従事

者が、隣接する生産緑地の従事者から「道連れ解除」の同意が得られないため、買取り申出を断念するケース



があった。 

○当初指定の平成 4 年以降、計 12 件（約 0.35ha）の道づれ解除が発生している 

○本市においても、自己都合によらない道連れ廃止は、平成 26 年度に２件（約 400 ㎡）、平成 27 年度に２件

（約 700 ㎡）ある。特に、公共施設の設置に伴う道連れ廃止については、下限面積の引き下げの必要性を感じ

ている。 

○本区においても、複数人で１団の生産緑地の認定を受けている農地があり、相続発生時等に道連れ解除が

発生する可能性がある。 

 平成 12 年には生産緑地の認定を受けている A 所有の農地が道路買収により、分断された。片側の農地が面

積要件の 500 ㎡を下回ることとなったが、その農地に隣接する B 所有の生産緑地と合わせて 1 団の生産緑地

として指定できたため道連れ解除は回避された。しかし、平成 23 年度には B に相続が発生し生産緑地の解除

をした結果、A 所有の生産緑地は面積要件を欠くこととなり生産緑地ではなくなってしまった。 

 都市農地は、安全で新鮮な農産物の生産に加え、防災、食育など多様な機能を有しており、都市生活に必要

不可欠なものである。本区は、市街化区域内農地をもつ都内 38 の区市町で構成される都市農地保全推進自治

体協議会の会長区として、他の自治体と連携し、都市農地の保全に向けた制度改正等を国へ要望するなどの

活動を行っており、平成 27 年 10 月に農林水産省、11 月に国土交通省へ次の内容を含む要望を提出してい

る。 

≪要望内容≫ 

１ 現在 500 ㎡以上としている生産緑地地区の面積要件について、基礎自治体が自ら設定できるよう法制度を

見直すこと。 

２ 小面積の農地をまとめて一団で指定された生産緑地の一部が相続等により指定解除され、残された生産緑

地が下限面積を下回った場合について、道連れ削除を行わないよう法制度を見直すこと。 

 

各府省からの第１次回答 

 生産緑地地区の面積要件については、農地の持つ緑地等としての機能が発揮される一定の規模以上とする

必要があることから、都市計画上の緑地等として評価できる最低限度として 500 ㎡と設定している。 

 また、生産緑地地区については、農業と他の業種等との税の公平性にも配慮した上で、税制上の特例措置が

設けられており、地域毎に設定された面積要件に基づく指定ではこのような国としての特例措置を設けることに

適さないため、全国一律の基準を設定している。 

 このため、現時点ではご提案の内容を措置することは困難であるが、都市農業振興基本計画（平成 28 年 5 月

閣議決定）において、「現行制度上、生産緑地地区の指定の対象とされていない 500 ㎡を下回る小規模な農地

や、農地所有者の意思に反して規模要件を下回ることになった生産緑地地区については、都市農業振興の観

点も踏まえ、農地保全を図る意義について検討した上で、必要な対応を行う。」とされており、検討を進めている

ところである。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

急速に失われている都市農地の希少性に鑑み、その保全を図る観点から、提案の趣旨に沿った速やかな検

討をお願いする。 

また、都市農業振興基本計画では、早期に地方計画を作成するよう努めるものとしている。地方公共団体が

地方計画の策定に遅滞なく着手できるよう、検討の方向性、中身と今後のスケジュールを明らかにしていただき

たい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【練馬区】 

 生産緑地地区の指定の対象とされていない 500 ㎡を下回る小規模な農地や、農地所有者の意思に反して規

模要件を下回ることになった生産緑地地区について、農地として保全できるよう、速やかに制度改正されたい。

特に、税制度については、生産緑地と同等の課税となるよう法改正されたい。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 生産緑地地区指定の面積要件及び解除要件については、条例に委任する又は条例による補正を許容するべ

きである。 



【全国市長会】 

 提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 197 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

戸建住宅を宿泊施設として利用するための規制緩和（用途変更における規制緩和） 

 

提案団体 

広島県 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

 （1）空き家を宿泊施設として旅館業を営む際，家族などの特定の１グループで，10 人以下など少人数への１棟

貸（住宅の規模が２階以下かつ 300 ㎡未満）を行う場合は，住宅とみなして建築基準法を適用することとし，ホ

テル・旅館への用途変更を不要とすること。 

 （2）（1）の対応ができない場合，ホテル・旅館の規制について，戸建住宅と同様の規制に緩和すること。 

【規制緩和を提案する規定】 

①界壁・間仕切壁 

②排煙設備の設置 

③内装制限 

④屋内階段の寸法 

 なお，法施行前の建物は，既存のまま宿泊施設として利用できるようにすること。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 本県では，観光客を県内に宿泊させるため，日本家屋の空き家を宿泊施設として有効活用することが必要と

考えている。空き家をホテル・旅館に用途変更する場合，建築基準法に定める基準を満たす必要があるが，古

民家などの空き家が持つ魅力の低減や修繕による事業者負担につながっており，空き家の宿泊施設としての利

用が進んでいない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【制度改正の必要性】 

 不特定多数が宿泊する大規模なホテル・旅館とは異なり，家族や友人などの特定の１グループで 10 人以下の

少人数のグループに対して１棟貸（２階以下かつ 300 ㎡未満）を行うような事業を想定している。実態としては，

家族の実家に帰省して宿泊する場合など一般の住宅に宿泊する場合と同様であり，その性能・用途は住宅と同

等と思われる。これは国内外からの誘客促進，観光地としての魅力向上，宿泊施設不足や空き家の有効活用を

推進するものである。 

 ただし，安全性確保のため，避難経路での非常用照明の設置（※），屋内階段の両側に手すりの設置を条件と

する。 

 

根拠法令等 

（1）建築基準法別表第２，建築基準法第 87 条 

(2)①建築基準法第 26 条，建築基準法施行令第 114 条 



(2)②建築基準法第 35 条，建築基準法施行令第 126 条の 2 

(2)③建築基準法第 35 条の 2，建築基準法施行令第 128 条の 4，第 129 条 

(2)④建築基準法第 36 条，建築基準法施行令第 23 条 

※建築基準法第 35 条，建築基準法施行令第 126 条の 4 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

鹿角市、徳島県、愛媛県 

 

○本県においては、利用予定のない空き家が住宅戸数の約１割を占めており、この課題に対応するため、２Ｆ以

下３００㎡未満の戸建ての空き家を旅館等に用途変更する際の規制緩和は有効と考える。 

○市内で一時期部屋貸の民泊を営まれた実績は存在しますが、採算面で現在廃業をされています。 

 現在本市には、ホテルが４軒、ビジネスホテルが 2 軒、旅館が２軒、簡易宿泊施設が１軒の計 9 軒の宿泊施

設が営業されており、他に宿泊可能な多目的活動施設が 1 箇所ありますが、地域まつりなどのイベント時を満

室の状態です。 

 民泊については今後の検討課題と考えています。 

○空き家オーナーからは宿泊施設として活用してほしいという要望があるが，建築基準法の基準を満たすため

には設備投資によるコストと手続きに時間を要し，支障がある。 

 例えば，古い日本家屋の場合，階段の勾配は，現行の旅館の基準に合致していない物件も多く，勾配を確保

するため部屋を潰して階段にする，物件としてあきらめる，といった事例があり，魅力的な古民家でありながら，

宿泊施設として活用できていない事例がある。 

 また，内装制限については，準不燃性能等の壁紙での対応が可能であるが，古民家としての魅力が減少する

おそれがある。使用方法にも着目した検討が必要である。 

○100 ㎡以上の戸建住宅を移住・交流のための簡易宿泊所（ゲストハウス）として改修する計画があり、古民家

の魅力を活かすためにも、必要最低限の改修とする等の規制緩和が必要である。 

 

各府省からの第１次回答 

 建築基準法の規制は、国民の生命を守るための最低限度の基準を定めたものであるため、規制の緩和は、

技術的な検討を行い、代替措置の安全性を十分に確かめる必要がある。 

（１）用途については、防火避難上の安全性や市街地環境の保全の観点から分類されており、利用実態から判

断される。「住宅」は特定少数の居住の用に供するものであり、「ホテル・旅館」は不特定の利用者で避難経路を

熟知しない者の利用が想定されることから、同じ用途として取り扱うことはできない。したがって、旅館業を営む

際、たとえ建物が小規模で宿泊者が少人数であっても、不特定の利用が想定されることから、用途を住宅とみな

してホテル・旅館への用途変更を不要とすることは困難である。 

（２）①～③防火上主要な間仕切壁や排煙設備、内装制限などの規定については、防火上・避難上の安全性を

確保する観点から、用途や規模に応じて適用関係が定められているため、ホテル・旅館において戸建住宅と同

様の規定を適用することは困難である。なお、これらについては、これまで安全性に関し技術的な整理ができた

ものについては順次合理化してきており、規模の大きなものを除けば、連動型住宅用防災警報器等の設置など

の代替措置によって、用途変更することも既に可能である。また、個別に避難安全検証の実施により安全性を

確認することもできる。④屋内階段の寸法については、No.48 への回答のとおり、今後、技術的検証をもとに、一

定の要件（規模や追加の安全措置等）を満たした階段においては、寸法の基準を緩和できるよう告示の改正を

検討している。 

 なお、住宅を活用して宿泊サービスの提供を行ういわゆる「民泊」については、別途、関係省庁間での検討を

進めているところである。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 屋内階段の寸法については、「今後、技術的検証をもとに、一定の要件（規模や追加の安全措置等）を満たし

た階段においては、寸法の基準を緩和できるよう告示の改正を検討している」とのことなので、迅速な検討をお

願いする。 

  また、「住宅を活用して宿泊サービスの提供を行ういわゆる「民泊」については、別途、関係省庁間での検討を

進めている」とのことなので、こちらも併せて迅速な検討をお願いする。 



 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

 ただし、建築物の用途に適合した安全性の確保は必要であると考える。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 198 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

戸建住宅を宿泊施設として利用するための規制緩和（用途変更の確認申請手続きの緩和） 

 

提案団体 

広島県 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

 空き家を住宅のまま宿泊施設として利用できない場合，住宅からホテル・旅館への用途変更の確認申請につ

いて，現行の 100 ㎡から 300 ㎡に緩和するとともに，300 ㎡以下の建物については，旅館業法の許可申請時に

提出する申請書により，法令審査を行う。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

 用途変更の申請においては，設計図等の提出が求められており，事業者に手続き上の負担が生じている。  

 また，用途変更が 100 ㎡を超える建物が対象となることから，実態として，100 ㎡を超える空き家の利用が進

んでいない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【制度改正の必要性】 

 300 ㎡以内の建物については，用途変更の確認申請を不要とし，旅館業法の許可申請時に提出する申請書

（図面等を含む）により法令審査を行うこととし，手続きと提出書類が簡素化され，事業者の負担軽減につなが

る。 

 また，100 ㎡を超える空き家の利用が進み，空き家の宿泊施設としての利用を促進し，国内外からの誘客促

進，観光地としての魅力向上，宿泊施設不足や空き家問題に対する取組の推進につながる。 

 

根拠法令等 

建築基準法第 87 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

徳島県、愛媛県 

 

○本県においては、利用予定のない空き家が住宅戸数の約１割を占めており、この課題に対応するため、300

㎡未満の戸建ての空き家を旅館等に用途変更時の確認申請を不要にすれば空き家の有効活用が促進される。 

○市内で一時期部屋貸の民泊を営まれた実績は存在しますが、採算面で現在廃業をされています。 

 現在本市には、ホテルが４軒、ビジネスホテルが２軒、旅館が２軒、簡易宿泊施設が１軒の計９軒の宿泊施設

が営業されており、他に宿泊可能な多目的活動施設が 1 箇所ありますが、地域まつりなどのイベント時を満室

の状態です。 



 民泊については今後の検討課題と考えています。 

 

各府省からの第１次回答 

 建築基準法の規制は、国民の生命を守るための最低限度の基準を定めたものであり、一定の規模以上の特

殊建築物（不特定多数の利用者が見込まれるもので、防火避難安全上の配慮が必要な建築物）への用途変更

に際して、立地規制に合致することや、適切な防火避難安全上の措置が講じられていることを確認するため、確

認申請の手続きを求めている。 

 本提案の趣旨は、100 ㎡以上 300 ㎡未満のホテル・旅館に対して、建築基準法上の用途変更の確認申請手

続きの代わりに、旅館業法の許可申請時に提出する申請書により、法令審査を行うことで手続きの緩和を図る

ことと解するが、 

①  旅館業法の許可申請時に添付する書類は、建築基準法で求める最低基準を確保しているかどうかを確認

するための書類と根本的に異なり、必要情報が不足しているため、建築基準法に適合するか否かの法令審査を

行うことは不可能である。 

②  ご提案が、仮に、旅館業法の許可申請において建築基準法で求める基準への適合判断を行うことを含むと

すると、建築基準法においては、専門的知識を有する建築主事が法令審査を行うこととしていることから、旅館

業法の許可部局で建築基準法で求める基準への適合判断は困難と考えられる。 

このため、建築基準法上の用途変更の確認申請手続きの代わりに旅館業法の許可申請時の申請書により法

令審査を行うことは実質的に不可能である。 

 また、旅館業法の許可申請と建築基準法の確認申請の窓口を一本化することにより、事業者の手続きを円滑

化することについては、各地方公共団体において検討いただきたいが、上記②の理由により、窓口においては、

必要とされる申請図書の有無等について確認の判断が求められることに留意されたい。 

 なお、住宅を活用して宿泊サービスの提供を行ういわゆる「民泊」については、別途、関係省庁間での検討を

進めているところである。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 「住宅を活用して宿泊サービスの提供を行ういわゆる「民泊」については、別途、関係省庁間での検討を進め

ている」とのことなので、迅速な検討をお願いする。  

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

 ただし、建築物の用途に適合した安全性の確保は必要であると考える。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 199 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

戸建住宅を宿泊施設として利用するための規制緩和（（1）特定行政庁が都市計画法上のホテル・旅館の建築制

限のある用途地域に建築を許可する際の基準の明確化，（2）特別用途地域内でホテル・旅館の建築を可能とす

る条例制定の際の大臣同意の廃止） 

 

提案団体 

広島県 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

 空き家を住宅のまま宿泊施設として利用できない場合，（1）特定行政庁が都市計画法上のホテル・旅館の建

築制限のある用途地域に建築を許可する際の基準の明確化を求める，（2）都市計画法上の特別用途地域内で

ホテル・旅館の建築を可能とする条例の制定時には，国土交通大臣の承認が必要であることから，同意を要し

ない協議に緩和する。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

(1)規制改革会議の第 4 次答申では，ホテル・旅館の建築制限のある用途地域において，民泊サービスの実施

を可能とする方向で検討することとしている。今後，ホテル・旅館の建築制限のある用途地域において，民泊サ

ービスのほか，空き家をホテル・旅館とする事例の増加が予想される。 

(2)特別用途地域内で規制を緩和する条例を制定する場合，大臣の承認が必要であり，承認には，下協議に 6

か月，事前協議に 3 か月，承認申請に 3 か月要しており，地方側の負担となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【制度改正の必要性】 

(1)今後，ホテル・旅館の建築制限のある用途地域における建築の許可基準を明確化，公表することにより，事

務の円滑かつ効率的な運用が期待される。 

(2)承認から同意を要しない協議とすることにより，事務負担の軽減，事務処理の迅速化が期待できる。 

 なお，都市計画を策定する際に国土交通大臣の同意を得ていることから，大臣の承認ではなく同意を要しない

協議で十分と考える。 

 

根拠法令等 

(1)建築基準法第 48 条 

(2)建築基準法第 49 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

徳島県、愛媛県 

 



○宿泊施設へ立地規制がかかる用途地域においても、空き家は多数存在しており、基準を明確にし、許可可能

となることにより空き家利活用の選択肢が広がる。 

○市内で一時期部屋貸の民泊を営まれた実績は存在しますが、採算面で現在廃業をされています。 

 現在本市には、ホテルが４軒、ビジネスホテルが２軒、旅館が２軒、簡易宿泊施設が１軒の計９軒の宿泊施設

が営業されており、他に宿泊可能な多目的活動施設が 1 箇所ありますが、地域まつりなどのイベント時を満室

の状態です。 

 民泊については今後の検討課題と考えています。 

○ホテル・旅館の建築制限のある用途地域における建築の許可基準を明確化し、公表することは、必要と考え

る。 

※旅館業法に基づく旅館業の許可の基準に関しては、上記の地域的規制を前提とした上で、申請物件ごとに許

可の適否を判断する。 

 

各府省からの第１次回答 

 建築基準法第 48 条の用途規制は、市街地の環境を保全するための制限であり、それぞれの用途地域の目

的に応じて、建築できる建築物の種類や規模が定められている。そのため、ホテル・旅館については、良好な住

居の環境を保護することを目的とする住居専用地域については、原則として立地することはできない。ただし、

以下の場合には、当該用途地域でホテル・旅館を建築することが可能である。 

①地方公共団体が、土地利用の動向を勘案し、土地利用計画の実現を図るため適切な用途地域へ変更する場

合 

②特別用途地区や地区計画等を活用して、条例により建築物の用途規制の緩和を定めた場合 

③特定行政庁が、住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがない等と認めて許可した場合 

（１）③に係る許可については、地域における市街地環境への影響等地域の実情に応じて個別に判断する必要

があるため、国から一律に許可基準を示すことは困難である。 

（２）建築基準法第 49 条に規定する特別用途地区内では、当該区域内の用途制限について、その地区の指定

の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で用途制限を緩和することが

できる。用途規制は、国民の生命、健康及び財産の保護を図るために、国の役割として、目指すべき市街地像

に応じた建築物の最低限の基準を定めたものであり、その緩和は、建築物の最低限の基準を例外的に緩和す

るものであるため、国土交通大臣の承認が必要である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 (1)については、住宅を活用して宿泊サービスの提供を行ういわゆる「民泊」において議論する内容であるた

め、関係省庁間での迅速な検討をお願いする。 

 (2)特別用途地域内でホテル・旅館の建築を可能とする条例制定の内容は、地域の実情に応じて個別に判断し

定められるものであることから、国土交通大臣の承認を必要としないよう、検討をお願いしたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国知事会】 

 特別用途地区は市町村が都道府県と協議して決定するものであり、その目的を達成するためにふさわしい建

築物の用途は地方公共団体において適切に判断することが可能である。このため、国土交通大臣の承認は廃

止するべきである。 

【全国市長会】 

 提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

 また、大臣承認に要する手続きの簡素化、時間の短縮などについても検討すること。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 216 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 環境・衛生 

 

提案事項（事項名） 

「道の駅」等道路空間設置型水素ステーション実現のための規制緩和 

 

提案団体 

徳島県、滋賀県、兵庫県、鳥取県、京都市 

 

制度の所管･関係府省 

経済産業省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

「道の駅」等の道路空間に設置する水素ステーションを、道路法第 32 条第 1 項第 1 号の「その他これらに類す

る工作物」の占用許可対象物件とすること。 

 

具体的な支障事例 

本県では平成 27 年 10 月に「徳島県水素グリッド構想」を策定し、県として水素ステーションの普及促進を推進

しているところである。 

道路利用者が気軽に立ち寄ることができ、県下に広がる「道の駅」等の道路空間への設置を促すことで、水素ス

テーションの普及につながることが期待できるが、現在、道路法第 32 条の占用許可対象物件とはなっていない

ため、「道の駅」等の道路区域に設置することができない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

「道の駅」等の道路空間へ設置が可能となることにより、水素ステーションの普及促進が期待できる。 

 

根拠法令等 

道路法 32 条 

道路法施行令第 7 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

宮城県、豊田市、長崎県 

 

○ FCV の普及のためには，商用水素ステーションの整備が不可欠であるが，その整備に当たっては，道の駅

をはじめ，より多くの自動車が利用する様々な場所にも整備されるよう，規制緩和を積極に進めることが必要で

ある。 

 

各府省からの第１次回答 

 道路法に定める占用許可対象物件は、道路の本来的機能である一般通行機能に支障を及ぼさない範囲内で

定められたものである。 

 ご提案の水素ステーションについては、物件の規模が大きく、また、安全性の確保について特段の配慮が必要

であると認識しているため、具体的に道路区域内に設置しようとする工作物、設置しようとする位置、道路上に



設置しなければならない必要性等をお示し頂いたうえで、それを道路上に設置することによる道路の交通又は

構造に与える影響や道路管理上の支障の有無、安全が確保されるか等について検討して参りたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 水素は新たな技術分野であるため、安全性の検証を十分に行う必要があることは認識しているが、正しく取り

扱えば、ガソリンと同様の安全性を確保できると考えている。また、利用者の利便性を考えた水素ステーション

の普及を図る上では、「道の駅」等の道路区域内に設置することが適当な場合も考えられる。 

 このことから、まずは、ガソリンスタンドと同様に、水素ステーションを道路法第 32 条の占用許可対象物件とし

ていただき、その後、設置しようとする水素ステーションが、高圧ガス保安法に規定されている安全性が担保さ

れているかや、道路の本来的機能である、道路交通の安全の確保とその円滑化を図るために支障を及ぼさな

いか否か等により判断するような仕組としていただきたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。 

 なお、検討に当たっては、安全性を最優先に配慮されたい。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 222 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

過疎地域及びそれに類する地域（以下、「過疎地域等」という）における「二次交通」確保のため道路運送法の規

制緩和 

 

提案団体 

徳島県、滋賀県、兵庫県、和歌山県、鳥取県 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

バス・タクシー等の既存交通事業者が十分に存在しない場合など、一定要件のもと、自家用有償旅客運送の実

施主体に地方公共団体の要請を受けた旅館事業者等の民間事業者を加えること。 

 

具体的な支障事例 

 現行法上、道路運送法（78 条）において、自家用有償運送の実施主体は、市町村、NPO 法人、社会福祉法

人、商工会議所等（以下、「準公的団体」という。）に限られているが、過疎化地域等においては、公共交通機関

が十分でない地域も多く、観光誘客上の「二次交通」の確保が観光誘客上の課題となっている。 

一般の旅行者からの声もあり、また、現状の非営利団体（NPO 法人等）だけの運送では、不十分となっている。

過疎地域等においては、人的制約及び距離的制約などから、対応可能な準公的団体も少なく、制度が十分に活

用できていない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

自家用有償運送に対応可能な準公的団体が存在しない地域においても、観光誘客上の「二次交通」の確保に

つながる。 

 

根拠法令等 

道路運送法第 78 条、同法施行令第 48,49 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

鹿角市、美馬市 

 

○中心市街地から離れた地域では旅館等が自らの営業のため送迎バスを運行している例が見られるが、こうし

た地域では、バスの便数が少ない、タクシー事業者の営業所が無いなど、移動手段が確保できない場合が多

い。旅館等も登録可能になることで、二次交通及び生活に関する移動手段の確保に繋がる。 

○本市は自家用車による移動が主流であり、公共交通機関として JR の駅があるが駅を降りてからの交通手段

が徒歩、タクシーに限られるのが現状である。市内宿泊業者も、予約段階で送迎途中に観光地へ立ち寄れるか

等の問い合わせもいただくが、できない旨を伝えると、予約に結びつかないケースがあったとの話を聞く。規制

緩和が進めば、観光誘客上の「二次交通」の確保につながり、本市の課題である通過型観光地から滞在型観光

に向けた商品開発に結びつくと考えられる。 



○平成 27 年４月１日付の道路運送法施行規則の改正により、自家用有償旅客運送の実施主体として「権利能

力なき社団」も認められ、観光関係の協議会等も自家用有償旅客運送の実施主体となることが可能になった。

観光関係の協議会等が存在しない場合には、旅館事業者等民間事業者が観光客向けの移送サービスの担い

手となることも、地域の活性化に向けた公共交通網を形成するうえで必要となってくる可能性はあるが、いずれ

にせよ、既存の交通事業者が担う部分と自家用有償旅客運送で担う部分の役割分担について、市町村が主体

となって調整し、地域公共交通会議等の場で議論したうえで、双方納得する形で明確化する必要があると考え

る。 

 

各府省からの第１次回答 

 自家用有償旅客運送は、バスやタクシーによっては輸送サービスを提供することが困難であり、地域住民の生

活に必要な旅客輸送を確保するために必要であることについて、地方公共団体、一般旅客自動車運送事業者、

住民等の関係者が、合意した場合に実施できるものであり、実施団体は道路運送法施行規則第４８条各号に列

挙する営利を目的としない団体に限定しているところである。 

 自家用有償旅客運送については、平成２７年４月より、運送の実施主体の弾力化について制度の見直しを行

ったところであり、非営利性を前提に一定の組織性を有することや代表者が欠格事由に該当しないこと等を条件

に「権利能力無き社団」についても実施主体とすることを可能としている。 

 自家用有償旅客運送制度は、旅客自動車運送事業が成り立たない地域において、例外的に認められるもの

であることから、実施主体を非営利団体に限っているところであり、営利性を有する民間事業者が有償運送を行

う場合は、道路運送法上の事業許可を取得して行う必要がある。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 自家用有償旅客運送は、平成２７年４月より、実施主体が拡大されたところであるが、過疎地等においては、

人的制約等により、依然として運行の担い手確保が困難な地域も存在する。 

 このため、地域公共交通会議において、関係者の合意が得られた場合など、一定の要件を満たした場合に限

って、実施主体に旅館事業者等の民間事業者を加えることが必要であると考える。 

 観光誘客における「二次交通」の確保や、地域住民の足の確保といった、地域の実情に応じた持続可能な公

共交通ネットワークの構築のため、再検討をお願いしたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 229 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

道路運送法における登録又は許可を要しない運送態様の規制緩和 

 

提案団体 

湯沢市 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

平成 18 年９月 29 日発出の自動車交通局旅客課長から事務連絡、同通知１（３）で、ボランティア活動における

送迎行為等を前提に「運送目的、運送主体にかかわらず、自動車の実際の運行に要するガソリン代等のサービ

ス提供を受ける者が支払う場合は、社会通念上、通常は登録を要しないと解される」とある。市町村の事業で、

市町村の保有する自動車で行う「地域ボランティア活動やＮＰＯ法人・地域住民団体等が行う公共的・公益的活

動に伴う送迎等の運行」についても上記の考え方が適用できるよう規制緩和（解釈変更）していただきたい。 

 

具体的な支障事例 

現行の解釈では、市の事業として市が保有するバスで行う運送送迎業務にかかわる経費（人件費、ガソリン代、

道路使用料、駐車場代）全て公費で負担しなければならず、ガソリン代等の実費を徴収することさえも「有償運

送」にあたるとされているため、次の団体等への運送支援を実質的に制約している。①公設、私設を問わず、市

内保育園の園外活動（遠足等）②ＮＰＯ法人が主催、市が後援する活動を伴う公共的または公益的活動③地区

センター、老人クラブ等、地域住民団体による移動を伴う活動 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

特にＮＰＯ法人や地域住民団体との共催や後援する事業へのかかわりが土曜・日曜、祝祭日に集中、その運転

経費全てを公費で負担しなければならないため、特別な事情がない限り、利用は見合わせている状況である。

今後の人口減少を見据えれば、全てを公費負担にするのではなく、一定程度の実費徴収を行うことで、持続可

能なサービスが提供できると考えられる。市民と行政による参加協働のまちづくりを提唱し、市民活動団体やＮ

ＰＯ法人のボランティア活動や公共的、公益的活動へのサポートを推進していく立場にありながら、公用バスの

利用に当たってはうまく協力できないでいる。解釈が変更され、市民活動団体等から実費負担が容認されれば、

市でも積極的に公用バスを貸し出すことが可能となるため、市民活動団体の地域おこし活動やＮＰＯ法人等の

ボランティア活動に大きく貢献でき、それがひいては市民との良好なパートナーシップの構築につながり、参加

協働のまちづくりへの推進に役立つことが期待される。 

 

根拠法令等 

道路運送法第 78 条「自家用自動車（事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。）は、次に掲げる場合を除

き、有償で運送の用に供してはならない。」同 79 条「自家用有償旅客運送」を行おうとする者は、国土交通大臣

の行う登録を受けなければならない。」 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 



 

－ 

 

各府省からの第１次回答 

 他人の需要に応じ、自動車を使用して旅客を有償で運送する場合は、輸送の安全及び旅客の利便を確保す

る観点から、旅客自動車運送事業（バス・タクシー等）の許可や自家用有償運送の登録を取得する必要がある。 

 ただし、旅客自動車運送事業の許可や自家用有償運送の登録を行わなくとも、当該運送行為が行われなかっ

た場合には発生しなかったことが明らかであり、客観的、一義的に金銭的な水準を特定できる費用（ガソリン代、

道路通行料及び駐車場料金）をサービス提供を受ける者が負担することは認められており、これは、市町村が

運送主体であっても同様である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 市町村が運送主体であっても、運送により生じる費用（ガソリン代、道路通行料及び駐車場料金）の収受が認

められていることは承知したが、そもそも、国土交通省秋田運輸支局より「道路運送法における登録又は許可を

要しない運送の態様について」（平成 18 年事務連絡）の通知の解釈上、市町村実施の場合は含まれないとの

回答を受けたこと（平成 27 年９月２日、秋田運輸支局を訪問、回答を得ている）から今回提案をしたものであり、

今後こうした解釈の齟齬がないよう、通知等で明確に示してもらいたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 253 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

区画整理事業における筆界特定制度の活用に関する規制緩和 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

法務省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

区画整理法における換地処分に関して、特例として自治体を筆界特定制度の申請人とできるよう申請人の範囲

を広げ、制度を活用しやすくする。 

 

具体的な支障事例 

区画整理事業において、隣接土地所有者との境界が確定できないことにより、換地処分ができないケースがあ

る。 

境界確定については、不動産登記法の筆界特定制度により解決を図る手段がある。その活用で解決を図りたい

が、同法第 131 条の規定により、筆界特定の申請人は、登記名義人に限られ、区画整理の施行者である市は

申請人になり得ない。 

そこで区画整理法 107 条第４項の特例として、区画整理事業での換地計画、換地処分において必要となった場

合は、自治体を申請人とできる特例を定めていただきたい。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

区画整理事業において筆界確定の必要となった事案に対し、筆界特定制度を活用することで、境界のトラブル

解決できる。その結果、換地処分、登記を円滑に進め、事業の進捗を図ることができる。 

 

根拠法令等 

区画整理法第 107 条 

不動産登記法第 131 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

小山市、埼玉県、日高市 

 

○ 境界立会に非協力者がいる場合、その隣接所有者の境界も確定しない。そのため、協力的な隣接地権者

の用地買収も行えない現状である。 

現在、筆界特定を申請できる者は、土地の所有権登記名義人等に限られている。土地の所有権登記名義人等

から、申請費用の負担を含めた協力がなければ制度の活用が図れない。このため、公共事業においては、公共

事業施行者が筆界特定を申請可能とすることにより、制度の促進、円滑な道路管理、公共事業の進捗を図るこ

とができる。 

○ 組合施行の区画整理事業において、区画整理事業の地区界にかかる土地所有者が境界立会いに応じない



ため、地区界が確定出来ず、今後予定される換地処分に支障を来すことが想定されるケースがある。これらの

地区界について、筆界特定制度を活用し、確定させていきたいが、筆界特定制度の申請人は登記名義人等に

限られ、区画整理事業の施行者である組合が申請人になり得ない状況である。そこで、土地区画整理法第 107

条第４項の特例として、組合施行における区画整理事業での換地計画、換地処分において必要となった場合

は、組合や自治体を申請人とできる特例を定めていただきたい。 

 

各府省からの第１次回答 

 筆界特定制度では，隣接する土地の一方の所有権登記名義人等からの申請が可能であることから（不動産登

記法（平成１６年法律第１２３号）第１３１条第１項），非協力でない土地の所有権登記名義人等から申請してもら

うことが可能である。また，隣接地の所有権登記名義人等の立会の協力が得られなくても，筆界を特定すること

は可能であるから，現行制度においても一定の事案については対応することができている。 

 なお，大規模災害からの復興に関する法律（平成２５年法律第５５号）等に基づき，復興整備事業の実施主体

に筆界特定の申請権限が付与されている。これは，本来は，筆界特定により利益を受ける土地の所有権登記名

義人等が申請人として手数料を納める仕組みであるところ，大規模な災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興

を図るという基本理念の下，当該事業の実施主体が手数料を納付して申請を行うことを特別の措置として認め

ているものである。 

 上記のように現行制度でも一定の対応ができており，復興整備事業においてその実施主体に申請権限が認

められた趣旨に鑑みると，区画整理事業の実施主体に申請権限を付与することについては，そのニーズや他の

公共性を有する事業（地籍調査，土地改良事業等）との平仄も考慮しながら慎重な検討を要するものと考えられ

る。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 現行制度においても、一定の対応ができているのは、ご指摘のとおりと考えるが、区画整理事業そのものには

協力的な土地所有権登記名義人であっても、筆界が未確定であることに実害のない状況で、応諾のない隣接地

の所有権登記名義人等と個人としての係争は避けたいとの心理もあり、筆界特定制度を利用してもらえない現

状がある。それにより境界を特定することができず、区画整理事業そのものの停滞につながっている。  

 区画整理事業など公共性の高い事業については、自治体（原因者）が筆界特定制度の申請者となりうるよう特

例を設けることで、公共事業の停滞を回避し、円滑な進捗を図り、筆界特定制度の活用範囲の拡大につながる

ものと考える。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 255 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

耐火構造の１階部分を造ることにより上階の木造化を可能とする規制緩和 

 

提案団体 

豊田市 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

木造による校舎の普及を加速するため、１階と階段室等の部分を鉄筋コンクリート造の耐火建築物とし、２階及

び３階を木造（耐火構造及び準耐火構造以外）とすることで、市場に流通している一般的な寸法（柱材 120 角 

長さ４ｍ等）の木材を使い設計施工をする。 

 

具体的な支障事例 

改正建築基準法の内容から、木造の３階建ての校舎建築は一定の延焼防止措置を講じた 1 時間準耐火構造

の建築物とすることが可能になった。しかし木造として構造を見せるには、梁・柱の製材断面寸法を 60 ㎜大きく

する必要があり、製材市場の一般的な寸法では対応できない。このことから、断面寸法の大きな製材を特別に

発注して使わざるを得ず、改正建築基準法の改正後も、木造３階建ての校舎の普及が進みにくいと考えられ

る。 

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律では、地方公共団体の責務として、その区域の経済的

社会的諸条件に応じ、国の施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めると

ともに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならないとあるところ、 木材利用を促進

する選択肢を増やして頂きたい。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

木材の流通市場に合わせた木材利用をすすめることで、より多くの学校建築で木造化の推進ができる。 

規模等にもよるが、木造化と単なる木質化では同規模程度の小学校で約 550 ㎥の使用量の差があり、これらの

建築に地域で製材された一般流通材が活用されることにより、更なる需要喚起がはかられ、ひいては地域の森

林整備や健全な森づくりの実現につながる。 

本市では近々に中学校校舎増築設計を予定しているが、この提案が実現し校舎の木造化がはかれれば 250 ㎥

程度の需要喚起が期待できる。 

 

根拠法令等 

建築基準法第 27 条 

公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律第４条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 



－ 

 

各府省からの第１次回答 

 耐火構造・準耐火構造に関する規定は、建築物の用途や規模によって、火災による建築物の倒壊・延焼を防

止するために必要な性能を定めており、建築物内部における延焼や隣接建築物への火災の拡大を防ぐことを

目的としている。3 階建て学校等については、従来は、倒壊・延焼によって周囲に加える危害が重大であること

から耐火建築物であることを求めていたが、平成 23 年度から 3 カ年にわたって実施した実大規模の火災実験

を通じて十分な安全性を検証した上で、平成 27 年度から 1 時間準耐火構造等とすることを可能としたものであ

る。したがって、1 階部分を鉄筋コンクリート造とする方法については、上部の木造部分の倒壊による周囲への

加害や避難上の問題について、技術的検証による安全性を確認できていないことから、ご提案の実現は困難で

ある。 

 なお、木材を現しで使用する場合は燃えしろ設計により実現することが可能であるが、燃えしろ設計は部材断

面を大きくすることで火災時の安全性を確保する手法であるため、断面を小さくすることは困難である。また、一

般的な寸法の木材を使う場合は、防火被覆を施すことにより、木材による耐火構造等を実現することが可能で

ある。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 ご指摘の上部木造部分の倒壊による周囲へ加える危害について、学校等の一定の広さの敷地をもつ建物で

あれば、周囲への影響はないと考える。また、国土技術政策総合研究所が実施した「木造３階建て学校の火災

安全性に関する研究」において、庇等を設けて開口から上階延焼を遅延した効果について、耐火構造の１階部

分に活かすことで、木造部分への延焼防止と避難時間の延長が可能だと考える。 

 避難上の問題については、特定防火設備で区画された耐火構造の階段室を適切に配置し、避難経路の最短

化を図ることで、ご懸念について解消できると考える。 

 学校においては、地域の木材を子供たちの目に触れさせることも教育の一つとなっており、ご指摘の防火被覆

をする方法は理解しているが、木造化を進めるにあたって望ましい解決方法とは考えていない。 

 木材利用の推進は国・地方を挙げて取り組む大きなテーマとなっており、地域の製材所で加工した一般的な流

通規格の製材で学校等を建てることは、地域の活性化につながるだけでなく、木造化の推進が進むことになり、

木材自給率を 50％にする国の目標にも寄与するものである。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 260 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき取得した土地は、同法第９条各号に基づく利用しか出来ない義

務付けの緩和 

 

提案団体 

指定都市市長会 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

法第９条第２項の後に、「ただし、前各号の事業の完了、変更または廃止により取得した際の目的を失った（果

たした）と認められる土地については、この限りでない。」とし、売却を含めた別の利用を認めること。（少なくとも

市が総合計画等に位置付けた施策を実現するにあたり、必要だと認める場合には、売却等の対応ができるよう

にすること。） 

 

具体的な支障事例 

（構成市における具体例） 

未整備の都市計画施設について都市計画の見直しを図り、一部の施設では都市計画区域を変更した。このうち

公園緑地については、長期的な視点から都市計画を定め計画的に整備してきたが、用地取得の困難さなどによ

り計画決定後、長期間経過してもなお未整備の箇所が存在することや、近年の社会経済情勢の変化及び事業

予算の減少傾向といった状況にも対応するため、市民一人あたりの面積の検証や個々の公園緑地の機能の検

証を踏まえ、規模や機能面で支障のない箇所で変更した。 

 その結果、公拡法で取得した土地が都市計画区域外に複数存することとなったが、管理については公拡法の

制限を受け、同法第９条各号に基づく利用しかできない。同法に基づく利用として、別の都市計画事業や都市再

生整備計画に基づく事業、認定地域再生計画に基づく事業など挙げられるが、本件土地は元の所有者の買い

取り申し出に応じて取得したもので、面積、箇所ともに不揃いで、かつ郊外に位置するものも多いため、先の事

業用としての需要を満たす土地は非常に限られている。 

 そのため、将来にわたり利用の見込みが出るとは考えづらい土地を含みながら、将来の利用の見込みが出る

まで保有し続ける状況が続いており、それぞれの土地に係る維持管理経費も発生している（道路、公園部門に

おいては年間約 20 万円）。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

 公拡法の規定に関わらず住民が利用する施設のために供することや、売却し別の事業の財源に充てるなど、

資産の有効活用を図ることができる。 

 また、不要な資産を減らすことで維持管理業務及び維持管理費の縮減につなげられる。 

 

根拠法令等 

公有地の拡大の推進に関する法律第９条 

 

 

重点事項通番：１ 



追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

豊田市 

 

○公拡法の制度を利用して取得した土地のうち、計画変更等により利用見込みがなくなってしまったものについ

ては、同法９条を改正することにより、他の利用への転用や処分が可能となれば維持管理費の削減や財源確保

が可能となる。そのため、制度の改正をする必要がある。 

 

各府省からの第１次回答 

本法は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資すること

を目的に、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買いに関する制度の整備、土地

開発公社の創設、その他の措置を講じている。 

   先買い制度により取得した土地は、土地所有者に対し、届出ないし譲渡制限といった義務ないし制限を課した

上で買い取られたものであり、その用途は公共性・公益性を有する 

 ① 都市施設に関する事業 

 ② 収用適格事業 

 ③ 地方公共団体等が行う住宅用宅地の賃貸又は譲渡に関する事業等 

の用又はこれらの事業に係る代替地の用に供されなければならないこととされている。 

   一方、規制改革・民間開放推進３か年計画等を受け、先買い制度により取得された長期保有土地の有効活用

を図るため、平成 18 年の法改正にて、一定の要件を満たす場合に用途制限の緩和を認めている。 

   具体的には、買い取られた日から 10 年を経過した土地であって、買取りの目的とした事業の廃止又は変更

等によって①から③までの事業やその代替地の用に供される見込みがないものにあっては、法が目的とする都

市の健全な発展と秩序ある整備に資する各種法定計画に位置付けられた下記の事業の用に供することも認め

たもの。 

 ④ 都市再生特別措置法に基づく都市再生整備計画に係る特定の事業 

 ⑤ 地域再生法に基づく認定地域再生計画に係る特定の事業 

 ⑥ 多極分散型国土形成促進法に基づく特定の事業等 

   また、こういった公共性・公益性を有する事業に供されることからも、法第６条第１項の協議に基づき買い取ら

れる場合には租税特別措置法第 34 条の２に規定する譲渡所得の特別控除の適用も可能となっている。 

   例えば、都市計画区域内外を問わず、宅地として売却すること（法第９条第１項第３号、同法施行令第５条第１

項第３号）、公園、緑地、広場を設置・管理すること（法第９条第 1 項第２号）などは現行規定においても認められ

ており、過去には、買取り後の事情変更により当初の買取り目的に供することができない場合に、一般公募の

上、住宅地として売却を行っている事例も確認している。 

   なお、今回提案頂いたケースのような先買い土地の有効活用に関しては、制度の周知等の利用促進策を検

討したいと考えているところ。 

   ついては、利用促進策を検討する上で、現行規定において対応できない用途を把握する必要があり、これま

でも再三にわたり具体的な用途を示していただきたいとお願いしているところ、先の提案団体へのヒアリングに

おいても未だ示されていない状況であり、重ねてとなるがどのような用途拡大が望まれているのか、具体的にお

示し願いたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 本件は、一定の要件を満たす場合の用途制限の緩和など、これまでご尽力いただいた法改正を活用したうえ

で、なお残存する土地を問題視しているものである。面積、箇所、形状ともに不揃いで、かつ郊外に位置する土

地は、必ずしも公共性・公益性を有する具体的な用途が見つかるとは限らず、将来にわたり利用の見込みが出

るとは考えづらい。 

 例えば、８月２日の提案募集検討専門部会にて貴省の説明資料にあった地域再生計画の事例のうち、散在し

た土地に係るものについては、いずれも周辺の利用に合わせて主に農地として活用した事例であり、農地の用

に供するものとして地目、規模等適当であると事業主体によって判断されたものと見受けられる。名古屋市が保

有する土地は、主に市街化区域内の宅地で買い取り申し出に応じ取得したものであり、先の例をそのまま活用

できる見込みはない。 

 このような地域再生制度等のスキームでは活用しにくい土地の多くは塩漬け状態となり、維持管理費がかかり

地方公共団体の財務状況を悪化させている。公拡法が制定された昭和 47 年から社会情勢も大きく変化したこ



とに鑑み、計画変更により利用見込みのなくなった土地を処分していくというのは、今の時代としては当然あり得

る選択肢であり、柔軟な対応をお願いしたい。 

 また、公拡法施行令第５条第１項第３号を根拠にして、用途制限を外して宅地として民間に売却した地方公共

団体の事例があると貴省よりご教授頂いたが、当該条文でそのような処理が可能と解釈することは難しく、確信

を持って運用できないため、法令上で明確に読めるよう規定を改めるべきと考える。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【豊田市】 

 ①法第９条は法第６条第１項に定める地方自治体が示した目的以外の利用(売却を含む）は認められると考え

てよろしいか。 

 ②目的外利用ができる期間を５年程度に短縮できないか。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○全国の土地開発公社が保有する先買い制度により取得した土地約 371ha のうち、９割弱に当たる約 323ha

が 10 年以上保有の土地である（平成 26 年度末現在）。                                                                                                                   

○地域再生制度等のスキームで活用される先買い土地は、主として大規模なまとまりの土地であり（これまでに

認定を受けた地域再生計画による先買い土地の活用事例は、いずれも 10,000 ㎡以上の大規模な土地であ

る。）、細切れで散在している土地については、活用されにくく、その多くは塩漬け状態となり、維持費が増嵩し、

公社や地方公共団体の財務状況を悪化させている。 

 公拡法施行令第５条第１項第３号を根拠に、運用で先買い保有土地を宅地として民間に売却した地方公共団

体の事例があるとのことだが、法律が制定された昭和 47 年から社会情勢も大きく変化したことに鑑み、計画変

更により利用見込みのなくなった土地を処分していくというのは、今の時代としては当然あり得る選択肢であり、

これを可能とするため法令改正を行うべきではないか。                                                                                                                   

○処分が認められる場合を限定する等の恣意的な処分を防ぐ仕組みを設けるならば、公金により取得した土地

が処分されることに対する疑念・批判は回避できるのではないか。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 264 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土地利用（農地除く） 

 

提案事項（事項名） 

駐車場出入口設置に係る規制緩和 

 

提案団体 

指定都市市長会 

 

制度の所管･関係府省 

警察庁、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

駐車場出入口設置に係る規制緩和 

 

具体的な支障事例 

駐車場法及び同法施行令において技術的基準として義務付けられている路外駐車場の出入口の配置等につい

ては「交差点の側端又はそこから五メートル以内の部分」のうち一定のものについて適用が除外されている（令

第７条第２項）一方、安全対策上同等の規制で十分と思われる「道路のまがりかどから五メートル以内の部分」

については同様の適用除外がなされていないため、最適でない又はより不適切な位置への設置に至るケース

が生じかねない状態にあったり、出入口設置に多額の費用がかかるケースも想定される。 

（構成市の具体例） 

駅前の繁華街等、大通りに面している地域では、裏口のまがり角に駐車場の出入口を設置した方が、交通渋滞

の防止や安全な通行の観点から望ましいケースがある。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

駐車場の出入口設置場所の選択肢が増えるため、より安全・円滑な道路交通実現に資する。 

 

根拠法令等 

駐車場法施行令第７条第２項 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

新宿区 

 

○本市に提出される路外駐車場設置届出の中には技術的基準を遵守するため、出入口の位置について適切と

は思われない計画が散見される。状況によっては、適用除外とした方が合理的と考えられるケースもある。 

○繁華街、商店街、幹線道路に囲まれたエリア等における駐車場の出入口位置は、現行法に基づくと安全面か

ら望ましい位置に設置できないことがある。安全面を考慮しつつ、利便性等を向上させるため、規制、基準の緩

和を望む。 

 

各府省からの第１次回答 

指定都市市長会から示された仙台市の事例については、交通の危険を生じさせるおそれのある道路のまがり

重点事項通番：26 



かどから５メートル以内の部分ではない直線道路の部分に出入口を設置することが可能であると考えられるた

め、現在、内閣府を通じて指定都市市長会に対し、詳細を確認中である。 

なお、「道路のまがりかどから５メートル以内の部分」については、大臣認定の対象に含めていない理由は以下

のとおりである。 

①  まがりかどについては、一般的に見通しが悪いことから、そのような場所に路外駐車場の出入口が設置され

た場合は、入庫しようとする車両及びその対向車がそれぞれの存在を認識できずに危険な錯綜が発生するおそ

れがあること 

② 道路のまがりかどから５メートル以内の部分については駐停車を行うことが禁止されているところ、駐車場の

出入口は一般的に順番待ち等の車両が滞留しやすいことから、通常想定されない対向車線にはみ出して通行

する車両との衝突事故等が発生する危険性が高まるおそれがあること 

③ 駐車場法の技術的基準が適用される駐車場（駐車の用に供する面積が５００㎡以上）においては、一般的に

は、道路のまがりかどから５メートル以内の部分以外の直線道路の部分に出入口を設置することが可能である

と考えられること 

④ 路外駐車場の出入口の設置が可能となる幅員６メートル以上の道路においては、そもそもまがりかどが存在

するケースが少ないこと 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 まがりかどについては、道路状況がどのような場合（一方通行で車両同士の危険な錯綜が生じにくい場合等）

であったとしても、駐車場出入口の設置がカテゴリカルに排除される仕組みになっており、駐車場法施行令第７

条第２項で規定されている交差点と同じように適用除外の特例が認められるように改めるべきと考える。 

 貴省第１次回答で示された理由①・②はあくまでも可能性であり、国土交通大臣が道路の円滑かつ安全な交

通の確保に支障があると判断した場合、設置を認めなければ解決するものである。 

 理由③については、現在、制限規定の適用が除外される可能性がある交差点の側端又はそこから５メートル

以内の道路の部分に関しても、 駐車場法の技術的基準が適用される駐車場（駐車の用に供する面積が５００㎡

以上）においては、一般的には、交差点の側端又はそこから５メートル以内の部分以外の直線道路の部分に出

入口を設置することが可能であると考えられ、まがりかどに出入口を設置できない理由にはあたらない。 

 理由④については、当方としてはまがりかどがどれほど存在するのかデータを持ち合わせていない。しかしな

がら、仮に少数であったとしても、必要な対策を講じることを前提として、そこに出入口を設置した方が、より交通

渋滞の防止や安全な交通の確保に繋がるものであれば、設置を認めるべきであり、ケースが少ないからという

理由で検討対象から除外すべきではないと考える。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【新宿区】 

 国土交通省、警察庁の見解のとおり、事故の防止、安全性の確保が前提となることは理解しております。 

 新宿区として具体的な事例はありませんが、区内の繁華街、商店街などでも、支障事例と同様のケースが発

生することが考えられることから、適用除外について要望しました。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 事実関係について提案団体との間で十分確認を行うべきである。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○交差点は、駐車場出入口について、例外的に国土交通大臣認定により設置が可能である。一方、まがりかど

については、道路状況がどのような場合（一方通行で車両同士の危険な錯綜が生じにくい場合等）であったとし

ても、駐車場出入口の設置がカテゴリカルに排除され、硬直的で過剰な規制の仕組みとなっている。国土交通

大臣が個別に認めれば設置可能な交差点と同じように適用除外の特例が認められるように改めるべきではな

いか。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 272 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

補助金を用いて設けられた施設の、当初目的以外の活用についての補助金国庫納付免除（「公共用飛行場周

辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」で設けられた共同利用施設） 

 

提案団体 

池田市 

 

制度の所管･関係府省 

国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

補助金を用いて設けられた施設で補助事業の完了後 10 年を経過したものについて、目的外使用、譲渡、貸付

等を行う場合に、国庫補助金相当額の範囲内で、一定の国庫納付を求められているものについて、当該国庫納

付を免除する。 

 

具体的な支障事例 

補助金を用いて設けられた施設は、補助事業の完了後 10 年を経過したものであっても、長期にわたる耐用年

数の期間は収益を得る事業については補助金の国庫納付を求められ、他用途への活用の障壁となっている。 

耐用年数期間が経過する間に時勢の変化や新たなニーズが発生した場合に対しての対応が困難となってい

る。 

池田市においては、航空機騒音対策として市内各所に「共同利用施設」が設けられている。これは昭和 40 年～

60 年代にかけて、空港周辺の住民が騒音から逃れて保育・集会・学習・休養等の用途に利用するために建設さ

れてきたが、現在においては航空機騒音の減少や、空港周辺地域の各家庭への防音対策の普及が進み、ま

た、共同利用施設自体についても騒音対策としての利用が少なくなっており、その意義を見直す必要があるとこ

ろ。 

このため、現在共同利用施設の再編の検討を進めており、再編の対象となる施設については、他用途への転用

や民間活用等について検討を行っていくこととしているが、一定の国庫納付が必要となるため、収益を得る財産

処分を伴う手法を候補として挙げにくい状況となっている。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

共同利用施設が小規模であることや地域に遍在する、という特性を活かしつつ、活用方法をより柔軟に検討で

きるようになることで、自治体の収益の改善や住民サービスの向上につなげられる。 

他用途への転用や民間活用等の具体的な内容については今後検討していくこととなるが、活用の一例として、

小規模保育施設や、高齢者のデイケア施設、企業、NPO 等への貸しオフィス、会議室等が考えられるところ。 

 

根拠法令等 

補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律第 22 条 

同施行令 14 条 

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第６条 

同法律施行令第５条 

一般住民の学習等の用に供するための施設に係る補助の額を定める告示 



教育施設等騒音防止対策事業費補助金交付要綱 

航空局所管国庫補助事業に係る財産処分承認基準 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 

各府省からの第１次回答 

地方公共団体が国土交通省航空局所管国庫補助事業により補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増

加した財産（以下、「補助対象財産」という。）の処分については、地方分権改革推進要綱（第１次）（平成 20 年 6

月 20 日 地方分権改革推進本部決定）の「２．（2）補助対象財産の財産処分の弾力化」を受け、航空局所管国

庫補助事業に係る財産処分承認基準について（国空予管第 1105 号 国空政第 126 号 国空環第 103 号 平成

21 年 3 月 31 日。以下、「財産処分承認基準」という。）を定め、池田市を含む関係自治体に通知している。 

 財産処分承認基準においては、補助事業完了後 10 年を経過し、かつ収益を得ない目的外使用であれば、国

庫納付を求めない等、補助対象財産の転用等について改善措置を講じているところである。 

 一方で、収益（維持管理費相当額がある場合はこれを除く。）のある場合は合理的な範囲内で国庫納付を求め

ることとしている。これは補助目的の達成や補助対象財産の適正な使用を確保する観点から定めているもので

あるため、当該国庫納付を免除することは困難と考えている。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 ご回答いただいた財産処分承認基準における改善措置を踏まえ、共同利用施設のあり方等について検討を

進めていきたい。 

 また、近年の公共施設等を取り巻く環境の変化を踏まえ、共同利用施設を含む公共施設の有効利用が可能と

なる制度運用を引き続きお願いしたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 275 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 医療・福祉 

 

提案事項（事項名） 

学校敷地内へ児童福祉法に規定する児童厚生施設等設置における要件緩和 

 

提案団体 

八王子市 

 

制度の所管･関係府省 

文部科学省、厚生労働省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

学校教育法第 3 条に基づき定める学校設置基準（文部科学省令第 14 号）第 10 条に「必要に応じて学校敷地

内へ児童福祉法に規定する児童厚生施設等（以下「学童保育所等」という。）を設置することができる」旨規定

し、学校と学童保育所等を用途上不可分とみなすことができるよう対応を求める。 

 

具体的な支障事例 

【提案の背景】 

国が策定した「放課後子ども総合プラン」では、「学校の特別教室、図書館、体育館、校庭等のスペースや、既に

学校の用途として活用されている余裕教室の一時的な利用を積極的に促進」と記述され、学校と学童保育所等

の一体的整備の方針が掲げられている。 

【支障事例】 

学校の敷地内に学童保育所等を設置する場合、小学校等設置基準において学校施設として明記されていない

ことから、建築基準法において、用途上可分と解釈され、学校の敷地から切り離した上で、学校とは別に接道し

ていることが求められており、学童保育所等の設置者にとっては、道路用地の確保等の事務的・財政的な負担

が大きくなっている。 

なお、建築基準法第 43 条のただし書きを活用すれば対応できないことはないが、特定行政庁（八王子市長）が

交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるために十分な根拠を示す必要があり、また、校庭をそ

のような位置づけで活用することについて所有者（八王子市長）の許可を受けなければならず、同じ市長であっ

ても立場が違うことから、そのような煩雑な手間がかかることになる。よって、現行制度においては、学校施設と

児童福祉施設という別の目的の施設であることから、敷地分割をして接道を付けるように対応しているのが現状

である。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

学校内の空き教室や空きスペースの活用だけでなく、敷地内に学童保育所の円滑な整備が図れることにより、

待機児童の解消とともに児童の放課後の健やかな育ちを支える活動場所の充実が図られる。 

 

根拠法令等 

学校設置基準（文部科学省令第 14 号）第 10 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

旭川市、柏市、相模原市、厚木市、長野市、東海市 



 

○学童保育の利用者は，同じ学校の児童であり，学校施設とは事実上不可分なものと考えられる。接道等の制

約があると，設置場所などで学校や教育委員会との調整に難航することも多く，要件が緩和されれば施設整備

が進めやすくなる効果が期待される。 

○学校内の余裕教室の確保が難しい場合は、学校敷地内に独立施設を設置して、受入児童数の拡大を図って

いるが、敷地分割及び接道の確保が必要となり、設置場所が制限されてしまっている。運営面において利便性

のある場所に設置するための選択肢を増やすためにも要件緩和を求める。 

○本市でも小学校の余裕教室を一時利用という形で放課後児童クラブを運営を行っているが、近年、児童の増

加及び少人数教室の煽りを受け、余裕教室減少に伴い放課後児童クラブの施設確保に苦慮している。今後、学

校敷地内に児童クラブの単独施設の整備を視野に入れ検討していく必要がある中、現行法の規定が課題となり

施設整備が困難状況となっている。 

 

各府省からの第１次回答 

【国土交通省回答】 

 学校と学童保育所等が用途上可分か不可分かの判断については、小学校等設置基準に学童保育所等が学

校施設として明記されていないことを理由に、必ずしも用途上可分と判断しなければならないものではない。現

行制度においても、学童保育所等を学校と用途上不可分とみなすことは、各特定行政庁の判断に基づき可能で

ある。 

 なお、用途上可分と判断された場合でも、 

・建築基準法第 86 条に基づく一団地として、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、当

該一団地をこれらの建築物の一の敷地としてみなした場合 

・建築基準法第 43 条ただし書の規定に基づき、その敷地の周囲に広い空地を有する等特定行政庁が交通上、

安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合 

については、建築基準法第 43 条に規定する接道要件を個々に満たす必要はなく、建築することが可能である。 

【参考：文部科学省回答】 

 建築基準法において、用途上可分と解釈されるか否かについては、小学校設置基準等における規定の有無と

直接的に関係するものではない。 

 また、小学校設置基準は、小学校を設置するのに必要な最低の基準を定めるものである。（小学校設置基準

第一条第二項） 

 ご提案の小学校設置基準第十条についても、小学校に最低限備えなければならない施設について定める趣

旨の規定であり、任意で設置すべき児童厚生施設等について記載することは困難である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

・用途上可分不可分については、学校と保育所が別棟の場合、直接機能上の関連はなく、単に隣にある校庭を

供給していることにすぎず、結果として用途上可分とされ、敷地分割されている。児童福祉法３９条第２項の学童

保育所においても、各特定行政庁で上記と同等に判断していることが一般的である。 

・法第８６条に基づく一団地認定をするためには、様々な要件をクリアすることが必須であり、個々の学校におけ

る敷地状況や既存の建物状況などが、総合的設計による一団地認定を前提として計画されていない学校施設

に適用することは困難である。 

・法第４３条ただし書きを適用する際には、「広場等広い空地」などを有していることが条件となっている。学校は

広い空地（グラウンド）を有しているが、義務教育課程における学校としての目的を果たす上で不可欠な一施設

として確保されているものであり、かつ、学校としての建築敷地に設定されていることからも建築基準法第４３条

ただし書き許可における広い空地とみなすことは馴染まない。 

以上のとおり、現行制度上、特定行政庁及び建築主事が判断する上では、全国で統一した運用となるよう本案

件に対する運用方針を技術的助言等で明確にする必要がある。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

 

 



全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

所管省からの回答が、「現行制度でも建築基準法第 43 条に規定する接道要件を個々に満たす必要なく、建築

することが可能な場合がある」となっているが、事実関係について提案団体との間で十分確認を行うべきであ

る。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 276 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 運輸・交通 

 

提案事項（事項名） 

放置自転車対策の対象拡大 

 

提案団体 

八王子市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、警察庁、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

中心市街地の環境改善、放置自転車対策として、道路運送車両法に定める原付二種（50 ㏄超 125 ㏄以下）ま

で自治体が撤去・保管できるよう「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する

法律」の改正を求める。 

 

具体的な支障事例 

【提案の背景】 

駅周辺の放置自転車対策として、本市では、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推

進に関する法律（以下「自転車法」という。）に基づき条例を制定し、放置自転車の撤去・保管を行っているところ

である。自転車法においては、道路交通法第 2 条第 1 項第 10 号に規定されている排気量 50 ㏄までの原動機

付自転車（以下、「原付」という。）及び同第 11 号の 2 に規定されている自転車のみを法の対象としており、道路

運送車両法に定める原付二種（排気量 50 ㏄超～125 ㏄以下）は、原付一種（排気量 50 ㏄以下）との車体の大

きさはそれほど変わらないにもかかわらず、地方公共団体では撤去することができず、警察による駐車違反取り

締まりに委ねるしかない。 

【支障事例】 

自動二輪車の放置（駐車違反）は、自転車及び原付の放置以上にまちの景観を損ね、歩道の通行機能を阻害

している場合が目立ってきている。自動二輪車の放置を現認したときは、その都度警察に駐車違反取り締まり

の依頼をするが、対応が遅れることや対応しきれない場合がある。警察と共同してキャンペーンを行い、同時に

自動二輪車の撤去活動をすることも年に一度か二度はあるが、その場しのぎにすぎず、根本的な解決にはなっ

ていない。 

【本市の実情】 

本市の自転車駐車場の整備は進んでおり、近年の技術革新により、サイズが原付一種とほぼ変わらなくなって

いる原付二種までは、撤去等も含めて現状と相違なく対応が可能である。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

自動二輪車の放置（駐車違反）の減少により、まちの景観の向上、歩道の通行機能の確保に繋がる。 

 

根拠法令等 

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律第２条第１項第２号 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

柏市、豊田市、寝屋川市、伊丹市、徳島県 



 

○ 自動二輪車の放置を現認したときは、その都度警察に駐車違反取り締まりの依頼をするが、迅速な対応が

できない場合や対応しきれない場合がある。道路運送車両法に定める原付二種までを撤去対象とすることで，

まちの景観の向上，歩道の通行機能の確保等に努めたい。 

○ 本市の自転車等放置防止条例により道路、自転車等駐車場に放置してある自転車及び 50ｃｃ以下の原動

機付自転車は撤去保管することができるが排気量 50ｃｃを超える２輪車は撤去することができなく苦慮してい

る。以前 50ｃｃ超の２輪車が自転車等駐車場に放置されて撤去できなく、駐車場利用者の市民に不信感を持た

れた。法律の改正を希望したい。 

○ 本市でも八王子市と同様に、自動二輪車の違法駐車に関しては、その都度警察に取り締まりを依頼してい

るが、対応が遅れることもあり、根本的な解決には至っていない。市営駐車場及び保管返還所においては、八

王子市と同様に自動二輪車の駐車及び受け入れが可能であるため、市による自動二輪車の撤去は可能である

と考える。 

○ 本市においても、自動二輪車の撤去については、その都度、警察に連絡し対応をお願いしている状況であ

る。法律の改正により、自動二輪車を自治体が積極的に撤去することにより、駐車違反の減少につながるものと

考えている。 

○ 本区では、駅周辺を放置禁止区域に指定し、自転車及び原動機付自転車の撤去を行っている。また、区民

から自転車、原動機付自転車の撤去の依頼があった場合、当該自転車及び原動機付自転車へ警告の後撤去

を実施している。しばしば、道路運送車両法に定める原付二種（50 ㏄超 125 ㏄以下）の撤去の依頼が寄せられ

るが、撤去できないため、撤去の対象となる原動機付自転車は、道路交通法に定められる原動機付自転車であ

ると説明を行っている。しかし、区民からしてみれば、50ｃｃ以下の原動機付自転車もそれ以上の原動機付自転

車もどちらも原動機付自転車であり、理解を得られず、苦情につながってしまう場合がある。 

 

各府省からの第１次回答 

【内閣府】 

 「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律（以下「自転車法」とい

う。）」は、自転車利用における交通事故の増加、自転車の無秩序な放置の増大等を背景として制定・改正され

たものであり、自転車に係る道路交通環境の整備及び交通安全活動の推進、自転車の安全性の確保、自転車

等の駐車対策の総合的推進等に関し基本的な事項を定めるとともに、地域の自主性に基づき、具体的な撤去

等の措置について地方公共団体の条例に委ねることを内容としているものである。したがって自転車法は地方

公共団体が行う自動二輪車への措置を妨げてはおらず、地方公共団体は、その自主性に基づき、条例を定め

て自動二輪車の撤去措置等を実施できると解されているものと承知している。 

【警察庁】 

 警察庁において回答可能な事項なし 

【国土交通省】 

 本件提案にある放置自転車等の撤去に関することは、国土交通省の所掌するところではない。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 自転車及び原付一種（排気量 50 ㏄未満）の無秩序な放置の増大等が、自転車法の制定の背景であるが、近

年の技術革新により、原付一種とほとんど変わらぬ車体サイズで原付二種（排気量 50 ㏄超 125 ㏄未満）が製

造されるようになったことから、原付二種においても自転車法制定時と同じ状況が生じているため、それらを解

消するための法的根拠の構築を求めることが提案の趣旨である。この点について、国としての現状認識やその

必要性について見解を示されたい。 

 現状、道路交通法第 51 条に基づく、違法駐車に対する措置は車両（自動車、原動機付自転車、軽車両、トロ

リーバス）を対象としていることから、自転車法を根拠とした自治体の条例に基づく原付一種の撤去と重なり合う

部分がある。国の回答にあるように原付二種（道交法上では「自動車」に分類される）の撤去を自治体の条例に

独自に盛り込むことが、条例制定権の中で可能であるのか否か警察庁を始め、国の見解を伺いたい。 

 また、条例による撤去が可能であるのであれば、条例を根拠として自転車法の規定と同様に「駅前広場等の

良好な環境を確保し、その機能の低下を防止するため必要があると認める場合」に原付二種を撤去すること

が、道路交通法に抵触しないことを明確にするよう求める。 

 事実、警察による取締りが十分に機能していない結果、歩道上に原付二種の放置が散見される状況があるこ

とが問題なのであって、法改正や法制定が難しいのであれば、警察による取締り及び自治体との連携を強化す

ることによっても目的は達せられるため、警察庁を通じ、警視庁・各道府県警に強く申し入れしてもらいたい。 



 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の提案の実現に向けて、十分に検討すること。 

 なお、所管府からの回答が「条例を定めることにより対応可能」となっているが、事実関係について提案団体と

の間で十分確認を行うべきである。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 290 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

公営住宅管理業務におけるマイナンバーの利用 

 

提案団体 

大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、徳島県、京都市 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

公営住宅の管理業務において、業務を指定管理者に委託している場合、指定管理者がマイナンバーに係る情

報提供ネットワークシステムに接続された端末での情報照会が可能となるよう制度改正を求める。 

 

具体的な支障事例 

公営住宅の管理事務において、マイナンバーを利用した特定個人情報の照会が平成２９年７月から可能とな

る。大阪府では府営住宅の管理運営をすべて指定管理者に委託しているが、現行制度の下では指定管理者が

情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことができない。 

 現在、指定管理者が各種申請の受付業務を行っており、必要書類をチェックし、審査に必要な書類をすべて整

えた上で府に引き継ぎ、府がそれらの書類をもとに審査している。 

 マイナンバー制度を導入した場合、指定管理者が各種申請書類の受付業務を行うにあたって、府の審査に必

要な情報を取得することができないため、マイナンバーにより照会可能な情報は未チェックのまま府に引き継が

れることとなる。 

 その後、府職員が端末で情報照会を行い、審査に必要な情報を取得することとなり、制度導入前に比べて府職

員の業務量が大幅に増え、事務処理に大きな支障が生じる。 

 マイナンバー導入により、申請者の負担軽減が期待されることは望ましいことであるが、現行制度のままでは、

指定管理者の事務軽減につながることはあっても、自治体の負担が増加することは明白である。 

 このままでは、マイナンバー制度導入効果の一つである「行政の事務の効率化」が達成できず、住民サービス

の向上や行政の効率化につなげるための「指定管理者制度」の主旨にもそぐわない状況となる。 

＜参考＞ 

主な事務の年間処理件数 

・収入申告：約 127,000 件 

・家賃減免：約 30,000 件 

・入居決定：約 5,000 件 

・同居承認：約 2,000 件 

・地位承継：約 2,000 件 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

公営住宅の管理は、全国の多くの自治体が「指定管理者制度」を導入しており、指定管理者がマイナンバーを

利用した情報照会を行うことができるよう制度改正が実現することにより、円滑な事務処理が可能となり、公営

住宅入居者等の利便性向上、行政の効率化につながる。 

 

根拠法令等 

重点事項通番：23 



行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令 

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

北海道、神奈川県、八尾市、愛媛県、大牟田市 

 

〇当市も公営住宅管理に指定管理者制度を導入していることから、マイナンバーを利用した情報照会を指定管

理者が行えないことは、市職員の業務量の増大となり、それに伴い負担が増加することが予想される。 

円滑な事務処理が行われることで、公営住宅入居者の利便性も向上し、行政の効率化にもつながる。 

〇当団体では公営住宅の管理運営のほとんどを指定管理者に委託しているが、現行制度の下では指定管理者

が情報提供ネットワークシステムに接続された端末を操作して情報照会等を行うことができない。 

 現在、指定管理者が各種申請の受付業務を行っており、必要書類をチェックし、審査に必要な書類をすべて整

えた上で当団体に引き継ぎ、当団体がそれらの書類をもとに審査している。 

 マイナンバー制度を導入した場合、指定管理者が各種申請書類の受付業務を行うにあたって、当団体の審査

に必要な情報を取得することができないため、マイナンバーにより照会可能な情報は未チェックのまま当団体に

引き継がれることとなる。 

 その後、当団体職員が端末で情報照会を行い、審査に必要な情報を取得することとなり、制度導入前に比べて

当団体職員の業務量が大幅に増え、事務処理に大きな支障が生じる。 

 マイナンバー導入により、申請者の負担軽減が期待されることは望ましいことであるが、現行制度のままで

は、指定管理者の事務軽減につながることはあっても、自治体の負担が増加することは明白である。 

 このままでは、マイナンバー制度導入効果の一つである「行政の事務の効率化」が達成できず、住民サービス

の向上や行政の効率化につなげるための「指定管理者制度」の主旨にもそぐわない状況となる。 

＜参考＞ 

主な事務の年間処理件数 

・収入申告：約 22,000 件 

・家賃減免：約 11,000 件 

・入居決定：約 1,000 件 

・同居承認：約 600 件 

・地位承継：約 300 件 

 

各府省からの第１次回答 

 情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携については、個人に関する様々な分野の情報を紐付けるこ

とが可能となることから、原則として行政機関等をその利用主体とするとともに、情報連携をすることができる場

合をマイナンバー法別表第２に規定し明確化することなどにより、情報連携が適切に行われることを担保するこ

ととしております。 

 指定管理者は、法人その他の団体であり、行政機関等に該当せずその主体が明確でないと考えられることか

ら、情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携を行うことができる主体とはしておりません。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 指定管理者制度は、民間のノウハウを活用して公の施設を管理運営させるという地方自治法に基づく制度で、

現在、半数以上の都道府県において、公営住宅の管理運営事務に指定管理者制度を導入しており、公営住宅

の管理主体として今後も大きな期待を寄せられている。 

 また、公営住宅の管理事務については、事務処理の件数が非常に多いといった特性があり、マイナンバー制

度の導入効果が高いと考えているが、指定管理者が情報連携を利用できない場合、自治体職員が情報連携に

よって必要な情報を照会する必要が生じるため、極めて非効率な業務運営となり、指定管理者制度導入の効果

が半減してしまう。 

 なお、指定管理者は、行政機関には該当しないものの、従来の民間委託とは性質が異なり、地方公共団体の

議会の指定議決を受けなければ施設の管理主体とはなりえないことから、その主体は明確になっていると考え



る。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【八尾市】 

 指定管理者はその主体が明確でないとのご回答ですが、地方自治法第 244 条の２第３項の規定に基づき、指

定管理者の指定手続き等に関する条例を定め、告示を行うなどの公表する手段を講じることにより、その主体

の明確性は担保されていると解されます。 

 さらに、同条第６項の規定において、指定にあたっては議会の議決を経ることとなっており、通常の外部委託

契約とは異なり、行政から公の施設の管理権限を委任するに足る資質を有する団体を指定するよう手続きが厳

格に定められております。 

 また、個人情報の取扱いについて必要な措置を講じる責務について、条例で定めるとともに、個人情報の保護

に関して必要な事項を指定管理者との間で締結する協定に盛り込む等の措置が行われていることを前提とし

て、情報提供ネットワークシステムの利用に関しては、個別 ID の付与により指定管理者を特定すること等によ

り、その適切さを担保することができるものと考えます。 

【愛媛県】 

 指定管理者は、行政機関ではないものの、従来の民間委託とは異なり、地方公共団体の議会の指定議決を

受けなければ施設の管理主体とはなりえないことから、その主体は明確になっている。また、既に指定管理者職

員は、税情報など個人情報を取り扱っており、情報セキュリティを確保するために必要なシステム対応を事前に

実施し、各種関係規程を指定管理者職員が遵守する等、セキュリティ対策に万全を期した上で、情報連携が可

能となるよう検討いただきたい。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

行政機関ではない、公益財団法人や指定管理者にまで利用主体を拡大することについては、リスク検証等への

留意が必要。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、内閣府から、法律のレベルで当該法人が規定されていることが一つのメルクマ

ールであるが、指定管理者については幅広く法人を対象とできることから、国民の目から見ると法律のレベルで

は誰がマイナンバーを利用しているのか不明であるため、慎重に考えざるを得ないとの趣旨の発言があったとこ

ろである。しかしながら、指定管理者は地方自治法に基づく法的手続に従って指定を受けるものであり、地方自

治法に基づく条例によって具体的事務（管理の基準及び業務の範囲等）が規定されていることから、主体や委

託を受けた事務の内容は明確になっていると考えられるのではないか。 

 また、第１次ヒアリングにおいて、内閣府から、公営住宅関係では、管理代行者が法律上位置付けられている

ために情報連携が可能であるが、指定管理者は法律上の位置付けがないために情報連携は困難であるとの趣

旨の発言があったところである。しかしながら、管理代行者であっても、法律において、具体の法人名までもが明

示される訳でなく、その意味においては、指定管理者と管理代行者との間では法人名の特定において根本的な

差異があるわけではない。 

 加えて、地方公共団体が公営住宅関係で管理代行者と指定管理者のいずれかを選択する際に、制度的な条

件が平等でないということは問題ではないか。 

 これらの点について、関係府省において早急に検討いただきたい。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 298 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度における療育手帳関係情報、外国人保護関係情報の情報提供ネットワークシステムによる情

報照会の実施 

 

提案団体 

九州地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、厚生労働省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバー制度の情報提供ネットワークシステムにおいて照会できる特定個人情報は、番号法別表第二に規

定されている特定個人情報に制限されている。 

番号法別表第二では、身体障害者手帳や精神保健福祉手帳の情報、生活保護の実施情報を照会できるように

規定されているが、地方公共団体が独自に実施している療育手帳の情報や外国人保護の情報は規定されてい

ない。 

地方税の減免、社会保障の給付等では、療育手帳の情報や外国人保護の情報も必要となるため、情報提供ネ

ットワークシステムを使用して照会できるように求める。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

番号制度の情報提供ネットワークシステムの利用開始後は、地方税の減免、社会保障の給付の際等に、身体

障害者手帳や精神保健福祉手帳を持っている方は手帳の提出を、また、生活保護を受給している方は受給証

明書の提出を省略できるにも関わらず、療育手帳や外国人保護関係情報については、番号法に規定されなけ

れば、その提出を省略できず、住民サービスの向上につながらないとともに申請窓口の混乱を招く。 

〔療育手帳〕 

身体障害者手帳や精神保健福祉手帳、療育手帳の所有者が同様に扱われている事務の例 

・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務 

・児童扶養手当の支給に関する事務 

・地方税の賦課徴収に関する事務 

・公営住宅の管理に関する事務 

〔外国人保護〕 

生活保護受給者、外国人保護受給者が同様に扱われている事務の例 

・障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給に関する事務 

・地方税の賦課徴収に関する事務 

・公営住宅の管理に関する事務 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

療育手帳関係情報や外国人保護関係情報を、情報提供ネットワークシステムを利用して、正確かつ効率的に確

認。 

窓口における申請者の混乱の回避。 

重点事項通番：22 



 

根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第１９条 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事

務及び情報を定める命令（平成 26 年内閣府・総務省令第 7 号） 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

千葉県、静岡県、浜松市、豊田市、京都市、島根県、岡山県、広島市、宮崎県 

 

〇療育手帳について、事務手続上同様に扱われることの多い身体障害者手帳及び精神保健福祉手帳と、マイ

ナンバー制度の運用において差が生じることで、窓口における混乱が予想され、療育手帳所持者へのサービス

低下につながることが懸念される。 

〇本市市営住宅では、入居申込などの際、障害者（身体障害者手帳、精神保健福祉手帳及び療育手帳等を所

持している者）及び生活保護受給者（外国人保護者も含む。）に、手帳や受給証明書の提出を求めている。 

 番号法第 19 条第 7 号及び別表第二の規定により、身体障害者手帳情報、精神保健福祉手帳情報及び生活

保護受給情報については、情報照会が可能なため、添付書類を省略することができるが、地方公共団体が独自

に実施している療育手帳情報や外国人保護情報は情報照会の対象とはなっていないため、書類の提出は省略

できない。 

 同じ障害者や生活保護者の中で、書類の提出が省略できる者と省略できない者が生じれば、結果的に住民サ

ービスの向上に支障が生じるとともに、申請窓口の混乱を招くことになるため、療育手帳情報や外国人保護情

報についても情報提供ネットワークを使用して照会ができるよう制度改正を求める。 

 

各府省からの第１次回答 

 マイナンバー法においては、より公平・公正な社会を実現するため必要な範囲内で限定的に特定個人情報の

提供が認められています。その１つとして同法第 19 条第７号において情報提供ネットワークシステムを使用して

情報提供を行う場合が規定されており、これにより提供を行うことができる具体的な個人情報は、別表第２にお

いて規定されています。 

 同表に規定される特定個人情報については、上記の観点を踏まえ、それぞれの個人番号利用事務の制度所

管の府省庁において、その事務の根拠法令に基づき、特定個人情報の必要性や事務の効率性等が検討された

うえで、当該特定個人情報の提供者側で提供ができると考えられるものについて規定されているものです。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

【療育手帳について】 

 平成２８年３月８日の「障害保健福祉関係主管課長会議資料」において、「療育手帳に関する情報を情報連携

の対象とできるよう、現在、関係省庁と調整しているところであり、その検討状況については追って連絡する」と

ある。 

 地方公共団体や情報提供ネットワークシステムの準備期間等を考慮すると今年中には結論を得なければ、平

成２９年７月のマイナンバーの情報連携開始に間に合わなくなるため、早急に、事務を所管する厚生労働省と番

号法を所管する内閣府において調整を行い、地方自治体が条例に基づき独自利用事務とした療育手帳に関す

る情報について、情報連携の対象としていただきたい。 

【外国人保護について】 

 法律に根拠を持たない外国人保護関係情報ついては、法律に根拠を持つ生活保護関係情報と同様に様々な

社会保障・税制度において幅広く利用されている重要な情報の一つと考えている。 

 同じく法律に根拠を持たない療育手帳に関する情報ついては、上述のとおり、現在、関係省庁と調整している

ところと承知している。 

 外国人保護関係情報についても、事務を所管する厚生労働省として情報連携の必要性を認識し、早急に関係

省庁と調整のうえ、条例に基づき独自利用事務とした地方公共団体については情報連携の対象としていただき

たい。 

 

 



各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【千葉県】 

 一次回答は、規制緩和の可否に関する回答となっていないため、関係府省で調整のうえ明確な回答を示して

いただきたい。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 国民が混乱することのないよう配慮しつつ、提案団体の提案の実現に向けて、検討すること。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、内閣府から、法律に根拠がある事務を情報連携の対象とすることが必要である

が、例外として各自治体の条例で位置付けられた事務については情報連携の対象に加えていくことはあり得る

との趣旨の発言があったところである。このため、法律に根拠を持たない事務について、マイナンバー法に位置

付けて情報連携の対象とする方策について、内閣府において早急に検討いただきたい。 

○ 療育手帳関係情報については、マイナンバー法の規定を根拠として、主務省令を早急に整備すべきではな

いか。  

 また、事務処理上の必要性や法定事務に近い事務であることを考慮すると、外国人生活保護関係情報につい

ては情報連携を可能とするように検討すべきではないか、そのために必要となる制度改正を検討すべきではな

いか。 

 これらの点について関係府省において早急に検討いただきたい。 

 



平成２８年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 再検討要請 

 

管理番号 299 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 その他 

 

提案事項（事項名） 

マイナンバー制度における管理代行者に対する情報提供ネットワークシステム利用環境の整備 

 

提案団体 

九州地方知事会 

 

制度の所管･関係府省 

内閣府、総務省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

マイナンバー制度において、情報提供ネットワークシステム（ＮＷＳ）を使用するためには、中間サーバー（ＳＶ）

が必要となる。 

中間ＳＶについて、地方公共団体の首長部局、教育委員会向けのソフトウェアは、総務省において一括して開発

されているが、公営住宅の管理代行者向けのソフトウェアの開発は進められていない。 

管理代行者に地方公共団体向けの中間ＳＶを経由した、情報提供ＮＷＳの利用を認めるよう求めるもの。 

 

具体的な支障事例 

【支障事例】 

公営住宅の管理代行者が、単独でソフトウェア開発や中間ＳＶを保有する必要があるが、技術や経費の面にお

いて、極めて困難である。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

【効果】 

情報提供ネットワークシステムを利用した、地方公共団体の関係機関等による必要な情報の効率的な確認。 

 

根拠法令等 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年法律第 27 号）第１９条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

－ 

 

－ 

 

各府省からの第１次回答 

 中間サーバーは情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携のために必要なものであるため、情報連

携の主体において適切に措置していただく必要があるものです。 

 

 

重点事項通番：23 



各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 公営住宅法第４７条により、入居者の決定、同居の承認、地位継承などの権限が管理代行者に移っており、管

理代行者の責任において、ワンストップで対応されている。 

 マイナンバーの導入により管理代行者は、これらの事務において、審査に必要な情報を、地方公共団体から

提供を受けたうえで行う必要が生じる。 

 入居者サービス向上や行政の効率化等の観点に立てば、管理代行者が情報連携を行うことができる環境を

整備する必要があるが、管理代行者に設置主体となり費用負担を求めることは、代行する期限が定められてい

ることからも不合理であると考えており、自治体中間サーバープラットフォームが利用出来るよう検討していただ

きたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

 提案団体の意見を十分に尊重されたい。 

 

提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項） 

○ 第１次ヒアリングにおいて、総務省から、中間サーバーについては、地方公共団体情報システム機構が設

置・管理しており、当該機構自らのサービスとして提供しているため、その利用については当該機構の判断とな

り、総務省に照会する必要はないとの趣旨の発言があった。これを受けて、中間サーバーの利用の可否は地方

公共団体情報システム機構が判断する事項であることを地方公共団体向けに明確に示すべきではないか、ま

た、これまで総務省から示されているＱ＆Ａ（管理代行者は地方公共団体とは別の団体であるためマイナンバー

制度による情報連携を利用する場合には独自で中間サーバーを設置する必要がある）は改正すべきではない

か。 

 これらの点について、総務省において早急に検討いただきたい。 

 

 




